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１ 計画の趣旨・期間 

（１）計画の趣旨

「地域福祉計画（以下、「計画」という。）」は、社会福祉法第107条に基づき、次の事

項を一体的に定める計画です。 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関する 

共通的事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

本市では、平成16（2004）年度に第１期計画がスタートし、今回が第６期となります。

今回の第６期計画についても、市計画と区計画をそれぞれ策定しました。 

（２）計画の期間

第６期計画の計画期間は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間で

す。 

年度

 (西暦)

(平成)

26 
2014 

27 
2015 

28 
2016 

29 
2017 

30 
2018 

(令和)

元 
2019 

２ 
2020 

３ 
2021

４ 
2022

５ 
2023

６ 
2024

７ 
2025

８ 
2026

（３）地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係

地域福祉を推進するための計画としては、市町村が策定する「地域福祉計画」と共に、地

域福祉の推進を図ることを目的として市町村社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計

画」があります。 

地域福祉を進めるための理念や仕組みをつくる計画が「地域福祉計画」であり、それを

実行するための、市民の活動・行動のあり方を定める計画が「地域福祉活動計画」です。 

地域包括ケアシステム構築の推進期間 土台づくり 
更なる 

進化 

１年延伸

【地域包括ケアシステム推進ビジョン】 

【地域福祉計画】 

第５期 

第７期 

第６期 

第４期 １年延伸 

 第二段階  第三段階 第一段階 
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川崎市地域福祉計画 

各区地域福祉計画 

川崎市社会福祉協議会
地域福祉活動推進計画

市の福祉課題への対応方針の提示 

計画内容の支援・連携 

リーディング事業の提案 

各区社会福祉協議会 
地域福祉活動計画 

政策提言・ニーズ抽出 
・意見反映 

課題の提示 

区方針案の提示・ 

連携調整 

市方針案の提示・
連携調整 

福祉課題への対応に向けた

取組推進事業の提示 

リーディング事業の提案 

計画内容の支援 

ニーズの集約 

先駆的な取組の提示 

地域課題への対応に向けた 
相互分担・連携 

川崎市 川崎市社会福祉協議会 

本市では、各区が「地域福祉計画」を策定し、同様に区社会福祉協議会も「地域福祉活動

計画」を策定していることから、両計画は、地域課題を共有し双方が補強、補完し合いなが

ら連携した事業を展開していきます。 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条において地域福祉の推進を図ることを目的と

した団体と位置付けられ、事業の企画・実施、住民参加の援助、調査・普及等の役割が求め

られています。 

今般の計画策定にあたっては、「川崎市地域福祉計画」「各区地域福祉計画」及び川崎市

社会福祉協議会の「川崎市地域福祉活動推進計画」がそれぞれ計画改定年であることから、

「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン（以下、「推進ビジョン」という。）」（次頁以降

参照）の趣旨を踏まえ、相互に連携を図りながら、検討を進めました。 

【川崎市地域福祉計画と川崎市社会福祉協議会地域福祉活動計画との関連性】 

※市社会福祉協議会計画における人材育成、研修開催、災害への対応等、地域に対し全市的に
取り組む事業については、各区地域福祉計画とも連携。 



 川崎市地域福祉計画について  序 章 

5

２ 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンに

基づく取組の推進 

少子高齢化とともに、昨今、家族・地域社会の変容などによるニーズの多様化・複雑化が

進み、地域における生活課題の多様性が高まっていることから、本市では、高齢者に限ら

ず、すべての地域住民を対象に、関連個別計画の上位概念として「川崎市地域包括ケアシ

ステム推進ビジョン」を策定しました。 

（１）社会環境の変化

社会環境の変化として、本市は比較的若い都市ですが、今後、高齢化率が 21％を超え、

超高齢社会が到来します。また、急速な高齢化の進展とともに、少子化が同時に進むこと

が予測されています。 

少子高齢化の進展は、同時に、生産年齢人口の減少を伴い、社会・産業構造の変化、ケア

人材の不足などが進んでいくことにつながります。 

特に、今後、後期高齢者が増加することで、慢性疾患、さらには複数の疾患を抱えながら

生活を送る高齢者が増加していき、疾病構造の変化が想定され、「治す医療」から「治し支

える医療・介護」への転換が必要となっています。 

（２）策定の背景

超高齢社会に突入し疾病構造などの社会環境の変化に対応していくため、国においては、

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律」に、高齢者を対象として、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支

援が包括的に確保された体制づくりをめざす地域包括ケアシステムの構築について規定さ

れています。 

本市においては、高齢者施策が、住宅施策等の関連施策との連携を図ることや、認知症

の人を支える生活支援等、他の様々な施策と仕組みを共有できる部分が多いと考えられる

ことから、そのようなシステムの汎用性に着目し、昨今の家族・地域社会の変容などによ

るニーズの多様化・複雑化による地域における生活課題の多様性の高まりを踏まえて、高

齢者に限らず、障害者や子ども、子育て中の親などを加え、現時点で他者からのケアを必

要としない方々を含め、すべての地域住民を対象として、平成27（2015）年３月に、関

連個別計画の上位概念として、「推進ビジョン」を策定しました。 

また、地域包括ケアシステムの基幹的な取組としては、様々な医療・介護等の専門職に

よる協働からはじめられましたが、まちづくりの側面も重要と考えられ、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けては、保健・医療・福祉分野に限らず、幅広い行政分野が総合的に取り

組んでいくことをめざしています。 

さらに、今日では、国においても、高齢者に限らず、多様な対象者が想定され、地域包括

ケアシステムの普遍化に向け、「地域共生社会の実現」をめざし、まちづくりや地方創生な



序 章  川崎市地域福祉計画について 

6

どの取組との連携や、①本人・世帯の属性に関わらず受け止める相談支援としての「断ら

ない相談」、②狭間のニーズに対応できるように、地域資源を活かしながら、就労支援、居

住支援などを提供することで社会とのつながりを回復する「参加支援」、③地域社会からの

孤立を防ぎ、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す「地域づく

りに向けた支援」の3つの支援を一体的に行うことが求められています。 

【「地域共生社会」の実現に向けて】 

（３）推進ビジョンの概要

推進ビジョンは、「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み慣

れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」を基本理念と

し、「①意識の醸成と参加・活動の促進」「②住まいと住まい方（地域コミュニティ等との関

わり方）」「③多様な主体の活躍」「④一体的なケアの提供」「⑤地域マネジメント」の基本的

な５つの視点で取り組むものです。 

これらの取組を通じて、住み慣れた地域で自分らしさを発揮し、自立した日常生活を営

むことができるように、生活に必要な要素が包括的に確保された体制づくりとして、地域

包括ケアシステムの構築をめざしています。 

◆制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、 
人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らして 
いくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方 
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【「地域包括ケアシステム推進ビジョン」における取組の視点】 

～一生住み続けたい最幸のまち・川崎をめざして～ 

※「川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会運営委員会」での議論を踏まえて、民間企業なども含めたより多様
な主体の参画が進んでいることから、「３．多様な主体の活躍による、よりよいケアの実現」の「ケア」を「支
援」と読み替えて表記しています。 

［意識の醸成と参加・活動の促進］

１．地域における「ケア」への理解の 

共有とセルフケア意識の醸成 

［住まいと住まい方］

２．安心して暮らせる 

「住まいと住まい方」

の実現 

［多様な主体の活躍］

３．多様な主体の活躍による、 

よりよい支援（※）の実現 

［一体的なケアの提供］

４．多職種が連携した 

一体的なケアの提供 

による、自立した生活と 

尊厳の保持の実現 

［地域マネジメント］

５．地域全体における目標の共有と 

地域包括ケアをマネジメント 

するための仕組みの構築 

基本的な 
５つの視点

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による 

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現

基本理念

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメ
ント」（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成27年度
厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年をもとに作成 
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（４）地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップ

ロードマップとしては、「推進ビジョン」を策定して以降の平成 27（2015）年度から

29（2017）年度までを第1段階の「土台づくり」の期間として、平成30（2018）年

度から令和7（2025）年度までを第2段階の「システム構築期」、令和8（2026）年度

以降を第3段階の「システム進化期」として、地域包括ケアシステムの構築をめざしてい

ます。 

団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年以降には、高齢者ひとり暮らし世帯、夫

婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、医療・介護サービスの需要が

さらに増加・多様化することが想定されています。 

こうした中、令和 7（2025）年度までのシステム構築に向けた取組を着実に進めると

ともに、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた「新しい生活様式」や、デジタル

化・スマート化など新たな技術を取り入れた社会（Society 5.0）を意識しながら、安心で

きる社会保障の構築と包摂的な社会の実現に向けて、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳

以上となる令和22（2040）年度を見据えた中長期的な視点で取組を推進します。 

 推進ビジョンの考え方の共有を進め、行政及び事業者、関

係団体・機関などの専門組織は、システム構築に向け、必要な

資源・体制・手法等を検討し、具体的な事業展開が図られるよ

うな土台づくりを行う。 

 将来のあるべき姿についての合意形成を図

り、行政をはじめ、事業者や町内会・自治会など

の地縁組織、地域・ボランティア団体、住民など

の多様な主体が、それぞれの役割に応じた具体

的な行動を行い、システム構築につなげる。 

第２段階 
（システム構築期） 

第３段階 
（システム進化期） 

人口動態や社会状況に応じたシ

ステムとして、行政も、新しい公共

私相互間の協力関係を構築するデ

ザイン機能を発揮し、システムの

進化を図る。 

地域包括ケアシステムの更なる進化 

令和 7 

（2025）年 

度まで 

平成 29 

（2017）年 

度まで 

第１段階 
（土台づくり） 
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３ 地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進体制 

（１）地域みまもり支援センターによる取組

「推進ビジョン」の策定に伴い、平成28（2016）年4月には、「推進ビジョン」の具

体的な推進に向けて、住民に身近な区役所で「個別支援の充実」と「地域力の向上」を図る

とともに、専門職種のアウトリーチ機能を充実して連携を強化し、地域包括支援センター

や障害者相談支援センター、児童家庭支援センターなどの専門相談支援機関をはじめとし

て、連携を推進するため、各区保健福祉センター内に「地域みまもり支援センター」を設置

しました。 

なお、地域みまもり支援センターについては、センター内での個々人へのケアを中心と

した専門支援機能との連携の強化を図るため、平成 31（2019）年 4 月に、保健福祉セ

ンター全体を「地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）」と改称しました。 

（２）取組の推進イメージ

本市においては、住民に身近な区役所と市役所（本庁）が全市的な調整を図り調和のと

れた施策を展開していることから、それぞれの適切な役割分担によって、一体的に取組を

推進します。 

その際に、基本的な視点として、①地域福祉に関する市民啓発を図るための「意識づく

り」、②地域における人材養成や居場所づくりをはじめとした取組を推進する「地域づくり」、

③「意識づくり」や「地域づくり」を専門多職種と共に、地域においてシステム化していく

ための「仕組みづくり」を３つの視点として、「自助」「互助」「共助」「公助」の組み合わせ

によるシステム構築をめざします。 

【今後の地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進イメージ】 
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（３）推進ビジョンと関連個別計画の関係性

地域包括ケアシステム構築に向けて、総合計画のもと、「推進ビジョン」を上位概念とし

て、「かわさきいきいき長寿プラン」「かわさきノーマライゼーションプラン」「川崎市こど

も・若者の未来応援プラン」等の関連計画と連携を図りながら取組を推進してきました。 

今般（令和2（2020）年度）の「第６期川崎市・各区地域福祉計画」の策定にあたって

は、福祉に関する上位計画としての位置付け（社会福祉法第107条第 1項第 1号）に鑑

み、「推進ビジョン」と地域福祉計画の関連性を強め、地域課題の解決を図るために、住民

の視点から地域福祉を推進していくための行政計画の１つとして関連計画と連携を図りな

がら、地域包括ケアシステム構築につなげていきます。 

なお、川崎市成年後見制度利用促進計画については、本計画に位置付けています。 

【推進ビジョンと関連個別計画の関連性】 

なお、推進ビジョンの取組推進にあたっては、令和元（2019）年度に、本市において開

催した外部有識者による「超高齢社会の到来に向けた地域包括ケアシステムのあり方検討

会議」での検討を踏まえ、市民一人ひとりを支える上での「個別支援の充実」と「地域力の

向上」を不可分一体で進めていくこととし、個人へのアプローチにあたっては、一人ひとりが

生活の中で築いている本人に由来する地域資源（本人資源）に着目した対応を図ることが

重要であるとともに、家族機能をどのように捉えていくかに留意していく必要があります。 

こうした視点を着実に施策推進の中で活かしていくために、①小地域ごとの特性に配慮

した施策展開、②分野横断的な施策連携の実現、③民間企業なども含めた多様な主体の連

携の手法開発などを取組の視座として、地域包括ケアシステムの構築を推進します。
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４ 第５期計画での取組と第６期計画への課題 

 第５期計画での取組（平成 30（2018）～令和 2（2020）年度）

第５期計画における基本目標ごとの主な取組の成果と、次期計画への課題について、整

理を行い、第６期計画策定につなげます。 

【基本理念】「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり」 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステム構築をめざして～ 

【基本目標】 

（１）住民が主役の地域づくり 

（２）住民本位の福祉サービスの提供 

（３）支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

（４）連携のとれた施策・活動の推進 

【基本目標１】 

社会参加等を通じて、つながりや健康を維持できるよう地域ぐるみで 

働きかけをすること 

市民活動の参加の裾野を広げ、新たな担い手を増やしていくこと 

地域における活動と、活動の場づくりに向けた検討を進めること 

【基本目標２】 

高齢・障害・児童に関する相談対応について連携を進めること 

保健・福祉人材の確保に向けた取組を進めること 

成年後見制度に関する基本計画を策定し、周知を図ること 

【基本目標３】 

災害時の支援に向けて、連携の取れた仕組みづくりの検討を進めること 

要援護者の日常の見守りの取組を進めること 

従来の取組では把握が困難な対象者へ、地域で気づき・見守り・支援へと 

つなげられる連動した仕組みづくりを進めること 

【基本目標４】 

保健・医療・福祉の円滑な連携が図れるよう、専門多職種の連携を 

進めること 

地域の主体的な取組をつなぐ横断的な仕組みづくりを進めること 

第６期計画への課題 
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５ 令和７（2025）年を見据えためざすべき姿 

（１）地域福祉とは

社会福祉の問題は、特別な問題ではありません。私たちが日常生活を送る上で誰もが抱

える問題です。私たちは、生まれてから死を迎えるまでの生涯を通じて多かれ少なかれ、

必要に応じて、他者からの支援を得て問題を解決しながら生きています。 

その支援は、法律などによって制度化された公的なサービス、あるいは家族、友人、近隣

住民などによる支援など様々ですが、私たちは問題を自分以外の人から援助や支援を得て、

解決しながら生活を継続しています。 

地域福祉の概念は、社会福祉法第４条に「地域福祉の推進」として位置付けられていま

す。地域福祉とは、「住み慣れた地域社会の中で、家族、近隣の人々、知人、友人、近隣住

民などとの社会関係を保ち、自らの能力を最大限発揮し、誰もが自分らしく、誇りを持っ

て、家族及び地域の一員として、日常生活を送ることができるような状態をつくっていく

こと」と考えられます。 

そのためには、まずは社会の中のサービスを利用することも含めて自分でできることは

自分でする「自助」、近隣の助け合いや、ボランティアなどの顔の見えるお互いの支え合い

の取組としての「互助」、お互いの支え合いを基本として制度化されたもので、介護保険や

医療保険に代表されるリスクを共有する人々で負担する取組としての「共助」、困窮など自

助・互助・共助では対応が難しいことで公的な生活保障を税により取り組む「公助」の組み

合わせによる取組が求められています。 

（２）地域福祉の対象者と担い手

地域福祉の対象者は、年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、地域で暮らす、すべて

の人々です。 

地域福祉の担い手も、地域住民、町内会・自治会、学校、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等

関係団体、ボランティア、民生委員児童委員、社会福祉施設等の職員、福祉関係事業者、保

健医療事業者、行政など、あらゆる人々が地域福祉の担い手です。 

市民と行政との関係について、本市では「川崎市自治基本条例」を制定し、市民と議会と

市長等が行うそれぞれの自治運営の役割と責務等を定めています。 
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（３）令和７（2025）年に向けて想定される課題とめざす姿

本市における高齢化は今後急速に進み、現在、高齢者数は約 31 万人（令和元年 10 月

１日現在）ですが、令和７（2025）年には34万人まで増加することが見込まれます。特

に、75歳以上の後期高齢者については、16万8千人から、令和７（2025）年には20

万５千人まで増加することが見込まれます。 

さらに、人口動態と関連して、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加や、認知症

高齢者の急増など、地域社会が変容していくものと考えられます。 

こうした中で、本市においては「推進ビジョン」を策定し、令和７（2025）年を目標に、

地域包括ケアシステム構築に向けて、各関連の行政計画において具体的な取組を進めてい

くことをめざしています。そのため、令和７（2025）年に向けて、関連行政計画間の中長

期的・横断的な課題とめざすべき姿について、計画横断的なテーマとして「地域の基盤」

「安心・安全」「健康・予防」「権利擁護」「次世代育成」「社会参加」「地域資源の活用」の

テーマごとに、課題とめざすべき姿を整理しました。 

こうした考え方をもとに、各関連行政計画間で横断的に計画期間内に取り組んでいき、

大枠として、令和７（2025）年の目標に向けて取組を推進していくこととします。 

【令和７（2025）年に向けて想定される課題とめざす姿】 

現状の課題と令和７（2025）年に向けて 

想定される課題 
令和７（2025）年に向けてめざす姿 

地
域
の
基
盤

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に向

けた「新しい生活様式」を踏まえた地域

における新たな取組の推進が求められて

いる。 

○人口構成や住宅環境、地域でのつながりな

どについて、市内においても地域差が出て

きており、担い手の確保など、地域におけ

るこれまでの取組を継続していくことが難

しい状況が差し迫ってきている。 

○単身世帯・夫婦のみ世帯・ひとり親世帯・

孤立している子育て世帯・介護世帯等の増

加により、家族機能を補完する地域の機能

がますます必要となってきている。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に向

けた「新しい生活様式」による地域社会

の変容を踏まえて、多くの地域で、地域の

状況に応じた住民主体の課題解決に向けた

取組が行われている。 

○高齢者は支えられる側という市民の意識が

薄まり、様々な形態で高齢者世代の多くの

方が地域の活性化に関わっているととも

に、多世代の地域活動も多くみられている。

○行政や社会福祉協議会などの公的サービス

を提供する機関は、各地域の課題解決に向

けた支援を行うことで、基本的な役割を

担っている。 

安
心
・
安
全

○支援に結びつかない人を地域の中で気にか

け、必要に応じて、専門多職種による支援

につなげ、誰もが安心して暮らし続けられ

る地域づくりが課題となっている。 

○近年、大規模災害が多発している状況を踏

まえ、大規模災害に備えた自助、互助、共

助、公助による取組の推進が求められてい

る。 

○困ったときに声をあげられる地域づくりが

進むとともに、いざというときに、周囲に

相談できる環境づくりにつながっている。

○日頃からの見守り・支え合いの取組の充実

を図り、災害時要援護者支援や防災を目的

とした取組を進め、地域の安心・安全が広

がっている。 
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現状の課題と令和７（2025）年に向けて 

想定される課題 
令和７（2025）年に向けてめざす姿 

健
康
・
予
防

○団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高

齢者をはじめ、疾患を抱えている方が急増

している。 

○健康づくり・介護予防の取組が進み、健康

寿命が延伸している。 

権
利
擁
護

○少子高齢化、世帯人員の減少などによって、

地域で暮らす高齢者や障害者などへの権利

擁護のニーズが増大している。身近で適時

適切な支援が求められている。 

○川崎市成年後見制度利用促進計画に基づ

き、権利擁護事業や成年後見制度への理解

が進み、利用が促進されて、高齢者や障害

者などが自己決定・自己実現をできる環境

が広がっている。 

次
世
代
育
成

○子どもや若者が、地域の中で社会的孤立に

陥らず、地域で暮らしていける環境づくり

が必要となっている。 

○次世代を対象とした地域でのつながりを育

んでいくための取組が地域の多様な機関に

より取り組まれ、子どもや若者の地域への

愛着が育まれている。 

社
会
参
加

○障害者や病気がある人も、住み慣れた地域

や望む場で自立した生活を送れるように、

障害や病気への理解、個々人に応じた社会

参加がより必要となっている。 

○障害や病気への市民の理解が進み、ともに

支え合い、助け合う、地域社会づくりの意

識が高まり、すべての市民の個々人に応じ

た社会参加が促されている。 

地
域
資
源
の
活
用

○限られた資源を効率・効果的に活用してい

くための地域福祉におけるコーディネート

機能の必要性が高まっている。 

○既存の資源に関する情報を共有し、市民、

事業者、行政など多様な主体が協働・連携

し、地域の課題に対するきめ細やかな対応

が図られている。 
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６ 第６期計画期間における施策の方向性 

（１）計画の基本理念・目標

第６期計画では、第５期計画中の新たな課題や引き続き検討すべき課題、地域福祉実態

調査のニーズ、さらに、国における「地域共生社会の実現」の考え方などを踏まえ、基本理

念は第５期計画を踏襲し「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづ

くり～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～」とします。 

さらに、基本目標は①「住民が主役の地域づくり」、②「住民本位の福祉サービスの提供」、

③「支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり」、④「連携のとれた施策・活動の

推進」の４つを継続し、地域福祉の向上を推進します。 

施策の展開にあたっては、本市は都市部特有の地域のつながり等について、希薄な一面

もある一方で、①日常生活を送る上での地域資源が比較的集約されている地理的特徴、②

ボランティア活動などの市民活動が盛んに行われてきたこと、③高い産業集積を持ち、魅

力ある民間資源も多くあること、これらの強みを活かして、「推進ビジョン」に掲げる「誰

もが住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」につ

なげられるように取組を推進します。 

また、第 6期計画においては、①地域包括ケアシステム構築に向けた基幹的な計画とし

ての位置付けを高め、②小地域において、住民同士の「地域づくり」が進んでいくように、

各区計画に、「地域ケア圏域」ごとの地域の概況を掲載するとともに、地区カルテを活用し

た地域マネジメントを推進します。さらに、③「個別支援の充実」と「地域力の向上」を不

可分一体で進め、包括的な支援体制づくりにつなげます。 

①住民が主役の地域づくり 

②住民本位の福祉サービスの提供 

③支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

④連携のとれた施策・活動の推進 

基本理念 

基本目標 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 
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① 住民が主役の地域づくり 

地域で暮らす人々が相互に理解し、主体的に地域福祉活動等へ参加していくこ

とで、人と人のつながりを持ち、助け合い、支え合うことができるような仕組み

づくりが重要となっています。そのため、健康・生きがいづくりや、地域福祉の

担い手づくり、活動・交流の場づくりを進め、すべての人が「生きがい」を持ち、

心豊かな暮らしができるような活力ある地域づくりをめざします。 

② 住民本位の福祉サービスの提供 

何らかのケアが必要となった際に、保健・福祉サービスやその他の在宅生活を

支えるサービスを効果的に組み合わせて利用することが必要と考えられます。そ

のため、高齢・障害・児童・母子等に対する保健福祉サービスを着実に提供する

ことをめざします。さらに、地域包括ケアに関する情報提供や、相談支援のネッ

トワークの包括化、サービスの質の向上、保健・福祉人材の確保及び育成、権利

擁護に関する取組などを着実に推進します。 

③ 支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

今日、災害時の福祉支援、一人暮らし高齢者等の見守りネットワークの構築、

虐待への適切な対応、生活困窮者等の自立支援に向けた取組、引きこもりや自殺

対策など、これまでの広く地域福祉を推進していく取組とともに、特化したテー

マへの対応の重要性が増しており、こうした今日的な課題に対応した取組をこれ

までの地域力を活かしながら推進します。 

④ 連携のとれた施策・活動の推進 

地域福祉の推進に向けては、まずは専門多職種による連携が必要です。そのた

め、保健・福祉・医療をはじめとした、様々な分野・職種間における連携を図り、

「顔の見える関係づくり」を進めます。さらに、福祉・介護等サービスの基盤を

整備しつつ、地域住民も加えたネットワークづくりを進めることを促し、こうし

た取組を通じて、様々な場面での連携を進めます。また、社会福祉協議会との協

働・連携を推進するとともに、他分野と連携のとれた施策展開を図ります。 
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（２）計画推進における圏域の考え方

人口 150 万人を超える本市においては、これまでの歴史や文化に根差した多様性があ

り、地域によって生活上の課題も異なることから、地域包括ケアシステムの構築に向けて

は、小地域ごとの特性に配慮した施策展開が重要です。 

また、生活に身近な課題や問題を発見し、住民を中心とした地域福祉活動を展開するに

は、区、さらに地域の実情に応じたより小さな圏域を単位とすることが望ましいことから、

「第５期川崎市地域福祉計画」においては、「区域」を第１層とし、相談や居場所など、地

域の課題に公的に対応し地域づくりを進めてきた概ね中学校区を基本とする圏域を第２層

として、「地域ケア圏域」としてきました。 

今般、これまで行政が取組を推進してきた状況を踏まえ、「地域ケア圏域」を44圏域に

分け、地区カルテ等を活用して、より多くの方々と共に地域の状況を共有していきます。

なお、この圏域は、介護保険制度上の日常生活圏域としても位置付けます。 

今後は、さらに地域の実情に応じて、より小規模な地域の状況把握や課題解決が重要と

なっていくことから、小地域を第３層としながら、「地域ケア圏域」については、より市民

に身近な地域での様々な活動の展開を目指して、圏域の設定のあり方を検討していきます。 

【地域福祉向上に向けた取組を推進する上での圏域】 （令和２年５月１日現在）

圏域 圏域の考え方 

第
３
層

小地域 

町内会・自治会（約650） 

小学校区（114校区） など

（例示） 

・町内会・自治会の班（組）程度の日常的な支え合いを

基本としながら、民生委員児童委員などが、地域の状

況を把握し、見守りや日常の生活支援などを行う。 

・地域住民の生活課題の解決に向けて、見守りなど具体

的に日常的な活動を行っていくことが求められる。 

・ＰＴＡを中心に、子どもの健やかな成長ができる教育

環境づくりを各学校と共に推進していく。など 

第
２
層

地域ケア圏域（44圏域） 

人口平均 35,000人 

中学校区（52校区） 

・身近な地域において、相談や居場所など、地域の課題

に公的に対応し、地域づくりを進める。 

・地区社協や地区民児協を組織し、活動を推進している。

第
１
層

区域（７区） 

人口 16万人～25万人程度

・効果的なサービス提供を実現するために区社協、地域

みまもり支援センターなどの公的機関があり、区役所

が中心となって、地域課題を把握し、住民と共有しな

がら、各地域を支援する地域福祉を推進する。 

第
０
層

市域 

人口 約 150万人
・市全体の調和を保ちながら地域福祉の向上を図るため

の取組を推進する。 
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７ 第６期計画の実施状況の点検・見直し 

本市においては、学識経験者や、地縁組織・福祉関係団体の代表者等を委員とする「川崎市

社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、地域福祉に関する状況の把握や、市計画の

策定・実施状況の評価・見直しを行ってきました。 

あわせて、各区計画については、市計画を基本としながら、地域の実情に応じて、区独自の

取組を中心に策定しており、主な取組を中心に各区地域福祉計画推進会議（会議名は、別名

称となっている区もあります。）において、計画の策定・実施状況の点検・見直しを行ってき

ました。 

第６期計画期間においても、各区地域福祉計画推進会議における区計画の点検も踏まえて、

川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において計画の進捗状況を報告し、ＰＤＣＡサイ

クルにより、地域福祉に関する状況把握、地域福祉施策の進行管理、課題の検討・評価等を行

い、施策の一層の充実に努めます。 

また、具体的な事務事業については、総合計画における事務事業点検を活用しながら、評

価を行っていき、計画の進行管理を継続して行っていくことにより、次期計画（令和６（2024）

～令和８（2026）年度）につなげます。 

【ＰＤＣＡサイクル】 

実行（Ｄｏ） 

・施策推進の目標進捗状況の把握 

・施策の方向と内容についての 

 指標に基づく成果の確認 

改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・施策推進の目標 

・施策の方向と内容 

計画（Ｐｌａｎ）

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

・施策推進の目標の見直し 

・施策の方向と内容についての 

 見直し 

・目標に向けた事務事業の執行 
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【新型コロナウイルス感染症を踏まえた
今後の地域活動について】 

新型コロナウイルス感染症によって、市民の間には様々な不安が広がり、これ

までのような地域活動が展開しにくい状況が存在します。 

本計画に位置付けられている様々な取組においては、相談や交流の場づくり

など、「顔の見える関係づくり」が重要といえます。一方で、「新しい生活様式」

の下では、地域活動においても、３密（密閉、密集、密接）を避ける、ソーシャ

ルディスタンスの確保など、対面や人が集まるような活動を控えることも考え

なければなりません。 

この相反する課題のもと、どのように地域福祉を推進していけばよいでしょ

うか？ 

これには、直ちに正解が得られるものではありませんが、次のような工夫した

事例なども報告されています。 

＊ 高齢者の通いの場を提供していたボランティア団体が緊急事態宣言

により通いの場を休止せざるをえなくなった。その代わりに、スタッ

フが手分けをして参加者に定期的に電話し、おしゃべりをしながら

近況を伺ったことで、見守りの機能としての「つながり」を保つこと

ができた。 

＊ テレワークや在宅勤務の普及によって、これまで地域活動にあまり

関心のなかった世代が地元で過ごす時間が長くなったことから、地

元の店舗を利用したり、地域の魅力を再発見することで、地域活動

に取り組む気持ちが芽生えた。

これらの事例は、感染拡大防止への対応に模索し始めた令和２（2020）年度

中のものですが、今後も新しい視点・発想による、「新しい生活様式」の下での

「新しい地域活動」を市民の方々と一緒に作りあげていきたいと考えています。

※ 新型コロナウイルス感染症等の感染症については、厚生労働省の

ホームページで最新の情報を把握するよう心掛けてください。
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第６期川崎市地域福祉計画の施策体系図

基 本 理 念 

（１）誰もが参加できる健康・いきがいづくり 

①健康づくり事業 

②介護予防事業 

③生涯現役対策事業 

④生活習慣病対策事業 

⑤食育推進事業 

（２）地域福祉活動への参加の促進 

①民生委員児童委員活動育成等事業 

②老人クラブ育成事業 

③高齢者就労支援事業 

④青少年活動推進事業 

⑤地域における教育活動の推進事業 

（３）ボランティア・ＮＰＯ活動等の支援 

①市民活動支援事業 

②ボランティア活動振興センターの運営支援 

③ＮＰＯ法人活動促進事業 

④地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 

⑤地域振興事業 

⑥地域福祉コーディネート技術研修 

（４）活動・交流の場づくり 

①地域福祉施設の運営（総合福祉センター、 

福祉パル） 

②いこいの家・いきいきセンターの運営 

③こども文化センター運営事業 

④地域の寺子屋事業 

（１）地域包括ケアに関する情報提供の充実 

①地域子育て支援事業 

②老人福祉普及事業 

③福祉サービス第三者評価事業 

④地域福祉情報バンク事業 

⑤コミュニケーション支援事業 

（２）包括的な相談支援ネットワークの充実 

①地域包括支援センターの運営 

②障害者相談支援事業 

③児童生徒支援・相談事業 

④母子保健指導・相談事業 

⑤児童相談所運営事業 

（３）保健・福祉人材等の育成 

①福祉人材確保対策事業 

②看護師確保対策事業 

③保育士確保対策事業 

（４）権利擁護の取組 

①権利擁護事業 

 ・あんしんセンター運営の運営支援 

 ・成年後見制度推進事業 

②人権オンブズパーソン運営事業 

③女性保護事業 

④子どもの権利施策推進事業 

（１）災害時の福祉支援体制の構築 

①災害救助その他援護事業 

②地域防災推進事業 

（２）見守りネットワークの推進 

①地域見守りネットワーク事業 

②ひとり暮らし支援サービス事業 

（３）虐待への適切な対応の推進 

①高齢者虐待防止対策事業 

②障害者虐待防止対策事業 

③児童虐待防止対策事業 

（４）様々な困難を抱えた人への自立支援の取組

①生活保護自立支援対策事業 

②生活困窮者自立支援事業 

③ひとり親家庭の生活支援事業 

④母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

⑤子ども・若者支援推進事業 

⑥里親制度推進事業 

⑦児童養護施設等運営事業 

⑧更生保護事業 

⑨「キャリアサポートかわさき」における総合的

な就業支援 

（５）ひきこもり対策等の推進 

①社会的ひきこもり対策事業 

②自殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業 

施策の展開に向けた４つの基本目標 

１ ２ ３ 

（１）保健・医療・福祉の連携 

①がん検診等事業 

②妊婦・乳幼児健康診査事業 

③在宅医療連携推進事業 

（２）福祉・介護等サービスの基盤整備等 

①介護サービスの基盤整備事業 

②障害福祉サービスの基盤整備事業 

③公立保育所運営事業 

④認可保育所整備事業 

⑤市営住宅等ストック活用事業 

（３）市民・事業者・行政の協働・連携 

①地域包括ケアシステム推進事業 

②認知症高齢者対策事業 

③社会福祉審議会の運営 

④地域福祉計画推進事業 

⑤多様な主体による協働・連携推進事業 

⑥かわさき健幸福寿プロジェクト 

⑦健康リビング事業 

⑧居住支援協議会の運営 

（４）社会福祉協議会との協働・連携 

①社会福祉協議会との協働・連携 

（５）総合的な施策展開に向けた連携体制 

①川崎市地域包括ケアシステム庁内推進本部 

会議 

４ 住民が主役の地域づくり 住民本位の福祉サービスの提供 
支援を必要とする人が的確に 

つながる仕組みづくり 
連携のとれた施策・活動の推進 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 
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１ 高津区地域福祉計画の策定 

すべての人が住み慣れた地域で、自分らしく生き生きと生活していくためには、家族、

近隣そして地域の人々がお互いを気にかけ、いざというときには共に支え合うことが必要

です。 

そのような地域の実現のために、高津区の地域福祉計画において、行政は各取組を通し

て、区民の皆さんが地域活動に参加していけるような機会や場づくりに努めるとともに、

必要な福祉サービスを提供し、多様な機関や団体との連携・協働などを進めていきます。 

しかし、まちづくりの主役は、高津区に暮らしている「あなた」です。安心して暮らせる

まちづくりを実現するためには、「あなた」の参加が必要です。 

さあ、福祉の地域・まちづくりを進めていきませんか。 

●計画策定の流れ

第６期計画の策定にあたっては、区民ニーズを的確に把握し、事業を効率的・効果的に

実施することを目的とした「高津区区民生活に関わるニーズ調査」や、区民や地域福祉活

動に携わっている機関・団体等に対しての地域福祉に関する意識を調査した「川崎市地域

福祉実態調査」の二つのアンケート調査を行い、地域の現状や課題の掘り起こしを行いま

した。 

そこで得られた課題や第５期計画の取組の振り返りを「高津区地域福祉計画推進会議」

において共有し、区内の各種団体を代表する委員から様々な視点による意見をいただき、

高津区の地域福祉の推進に向けた理念や基本方針及び具体的な取組を検討して、計画の素

案を作成しました。 

計画素案に対してパブリックコメント・区民説明会で区民の皆さんの意見を募集し、そ

の意見を基にさらに検討し、計画案を策定しました。 

【計画策定の流れ】 

パブリックコメント 

第６期高津区地域福祉計画の策定 

区民説明会 

高津区地域福祉計画推進会議 

素案の作成 

アンケート調査 等 

現状・課題の抽出 
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２ 高津区の地域の特色 

（１）高津区の概要

高津区は、多摩川や二ヶ領用水の流れる平

坦地と、多摩丘陵の一角を形成する丘陵地で

形づくられ、豊かな水辺空間と起伏ある地形

が特徴となっています。 

昭和47（1972）年に川崎市が政令指定都市に移行した際、５つの行政区のひとつとし

て誕生し、昭和 57（1982）年の行政区の再編により宮前区が分区して現在の高津区と

なっています。 

江戸時代に大山街道沿いの宿場町として賑わった二子地区や溝口地区では、多くの人が

交流し商業が栄えるとともに、歌人・岡本かの子、陶芸家・濱田庄司、画家／彫刻家・岡本

太郎や詩人／童謡作家・小黒恵子など多くの芸術家を輩出しています。また、橘地区には、

本市初の国史跡である橘樹
たちばな

官衙
かんが

遺跡群
いせきぐん

をはじめ、市内で唯一現存する前方後円墳を有する

蟹ヶ谷古墳群など、古代かわさきの記憶を今に残す豊富な歴史的・文化的資源が存在して

います。 

市街地の発展は、昭和初期に玉川電気鉄

道溝ノ口線（現・東急田園都市線）と南武鉄

道（現・ＪＲ南武線）の開通を契機として始

まり、戦後は、東京への通勤圏として住宅需

要が増大したことに伴い、宅地・マンション

の開発や溝口駅北口再開発等の都市基盤の

整備が進められてきました。分区当時の人

口は146,793人（昭和57（1982）年7

月 1 日現在）でしたが、人口増加が進み令

和２（2020）年 9 月末日現在の人口は

230,586 人で、市内 7 区の中で４番目

となっています。将来人口推計では、令和17（2035）年に人口のピーク（242,900人）

を迎えることが予測されており、今後も人口増加が続く見込みとなっています。 

また、自然や歴史・文化的特性に加え、高津区は市内でも製造業の事業所数が多く、川崎

のものづくりを支える中小の加工組立企業をはじめ、研究開発型企業やベンチャー企業が

数多く立地しています。  

■人口 230,586人   ■世帯数 114,767世帯 

■面積 17.10 km2 （令和２年９月末日現在）

区の木 区の花

国登録有形文化財（建造物）二ヶ領用水久地円筒分水
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市内初の国史跡 橘樹
たちばな

官
かん

衙
が

遺跡群
いせきぐん

（「橘樹郡衙跡」発掘風景） 

高津区の主な地域資源・魅力等 

区民の憩いの場・多摩川 

高津区役所 溝の口 
武蔵溝ノ口 

大山街道の歴史を再現した納太刀 橘地区に広がる「農のある風景」

橘出張所 
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（２）高津区地域福祉マップ 

東急田園都市線 

南武線 

東急大井町線 

第三京浜道路 

国道 246 号線 

武蔵
溝ノ口駅 

久地駅 

津田山駅 

梶が谷駅 

高津駅 

二子新地駅

１

２

３

４

５

６

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

４

５

６

７

１

１ 

１ 

２ 

４ 

溝の口駅

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

５

６
７

８

行政機関・福祉機関等 

 名称 住所 電話番号 

１ 高津区役所・ 

高津区役所地域みまもり支援センター 
下作延2-8-1 861-3113 

２ 高津区役所橘出張所 千年1362-1 777-2355 

３ 高津市民館 溝口1-4-1 ノク
ティ２（丸井ビル） 
11・12階 

814-7603 

４ プラザ橘 久末2012-1 788-1531 

５ 川崎市民プラザ 新作1-19-1 888-3131 

６ 高津区社会福祉協議会 溝口 1-6-10(て
くのかわさき３階
福祉パルたかつ内) 

812-5500 

７ 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 溝口2-20-1 813-0808 

行政機関・福祉機関等

地域包括支援センター 

１ 樹の丘地域包括支援センター 久地4-19-1 820-8401 

２ すえなが地域包括支援センター 末長1-３-13 861-5320 

３ ひさすえ地域包括支援センター 久末453 797-6531 

４ 陽だまりの園地域包括支援センター 諏訪2-10-15 814-5637 

５ 溝口地域包括支援センター 溝口1-6-10 820-1133 

６ リ・ケア向ヶ丘地域包括支援センター 向ヶ丘130-9 865-6238 

７ わらく地域包括支援センター 千年141 799-7951 

いこいの家 

１ 梶ヶ谷いこいの家 梶ケ谷5-8-27 853-5185 

２ 上作延いこいの家 上作延1142-4 865-1633 

３ くじいこいの家 久地3-16-1 811-2234 

４ 子母口いこいの家 子母口983 755-0147 

５ 末長いこいの家 末長２-27-2 866-0749 

６ 高津いこいの家 久本3-6-22 811-5120 

７ 東高津いこいの家 下野毛1-3-2 813-1886 

高齢者に関する施設

福祉会館 

１ 北部身体障害者福祉会館 溝口1-18-16 811-6631 

障害者に関する施設

こども文化センター 

１ 末長こども文化センター 末長3-25-8 877-

２ 上作延こども文化センター 上作延1142-4 865-1634 

３ 高津こども文化センター 溝口3-10-8 822-6429 

４ 子母口こども文化センター 子母口983 755-7771 

５ 二子こども文化センター 二子5-14-61 844-6818 

６ 梶ヶ谷こども文化センター 梶ケ谷6-1-10 852-4542 

７ 東高津こども文化センター 下野毛1-3-2 813-0770 

地域子育て支援センター 

１ 地域子育て支援センターかじがや 梶ケ谷4-12 866-0105 

２ 地域子育て支援センターたまご 溝口4-19-2 811-5763 

３ 地域子育て支援センターちとせやまゆり 千年970 755-9211 

４ 地域子育て支援センターそよかぜ 久地3-13-1 829-1832 

５ 地域子育て支援センターしぼくち 子母口983 ２階 070-6453-2700 

６ 地域子育て支援センターかみさくのべ 上作延1142-4 ２階 070-5567-3839 

７ 地域子育て支援センターひがしたかつ 下野毛1-3-2 ２階 070-6451-2700 

８ 地域子育て支援センターすえなが 末長3-25-8 ２階 070-6969-6936 

地域交流センター 

１ 高津老人福祉・地域交流センター 末長3-24-4 853-1722 

１

上作延 

下作延 

宇奈根

久地

向ヶ丘

溝口

二子 瀬田

諏訪

北見方 

下野毛
坂戸

久本

末長

新作

梶ケ谷 

北
野
川

千
年
新
町

千年

子母口 
富士見台

子母口

東野川

久末 

蟹ケ谷

明津

大井町 

渋谷 

中央林間 

立川 

川崎

こどもに関する施設

４

その他 

１ 子ども夢パーク 下作延5-30-1 811-2001 

２ 中部児童相談所 末長1-3-９ 877-8111 

２

キラリデッキ 

３ 

年少人口割合 

15％以上 

老年人口割合 

25％以上 

年少人口 19.8% 

老年人口 29.0%

年少人口 16.3%

年少人口 15.3%

老年人口 25.8%

老年人口 25.9％

資料：高津区地区カルテ（基準日：令和元年12月末日）

老年人口 26.8%

７

障害者相談支援センター 

１ たかつ基幹相談支援センター 溝口3-13-5 543-9812 

２ くさぶえ地域相談支援センター 末長3-25-8 863-9744 

３ 地域相談支援センターゆきやなぎ 
二子2-18-10 

グロービル高津101号室 
819-5812 

4 地域相談支援センターいまここ 
二子6-3-3 

グランドール栄 A－202 
819-4304 
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（３）地区の概況

高津区には、小学校区（15地区）、中学校区（5地区）、地区民生委員児童委員協議会の区域（７

地区）、地区社会福祉協議会の区域（４地区）、地域包括支援センターの区域（７地区）等、様々な

区域が存在します。ここでは４地区（高津第一・高津第二・高津第三・橘）に分けて概況を整理し

ました。 

高津第一地区 
（宇奈根、久地、溝口）

高津第二地区 
（梶ヶ谷、上作延、坂戸、
下作延、久本、向ヶ丘）

高津第三地区 
（二子、諏訪、瀬田、
北見方、下野毛） 

橘地区 
（明津、蟹ヶ谷、子母
口・子母口富士見台、新
作、末長、北野川・千
年、千年新町、東野川・

久末）

●地区データ：「高津区 地区カルテ」を基に作成 

●地区内の保健福祉活動資源、地区で行われている保健福祉活動：広く区民を対象とする施設・団体・活動で区が

把握しているもの 

●ＮＰＯ（特定非営利活動法人） 

川崎市内にのみ事務所を置くＮＰＯ法人名簿より、主たる事務所の所在地が川崎市高津区内で、活動の種類が

「保健、医療、福祉」「社会教育」「まちづくり」「学術・文化・芸術・スポーツ」「地域安全」「子どもの健全育

成」「情報化社会」「連絡・助言・援助」に該当するもの 

（参考）内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト  https://www.npo-homepage.go.jp/ 

神奈川県ＮＰＯ・ボランティアホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/life/1/16/85/ 

川崎市ＮＰＯ法人関連ホームページ 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-6-7-17-0-0-0-0-0.html 
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① 高津第一地区

地区内の町丁名 

宇奈根、久地、溝口 

■ 地区の概況

・宇奈根地区は、多摩区との区界に位置し、多摩川に接しています。西側は住宅街で、東側

は川崎のものづくりを支える中小企業の多い地帯となっています。 

・久地地区は、区の北西部に位置し、西は多摩区と隣接、北は多摩川と接しており、平瀬

川、二ヶ領用水が流れています。本市初の国登録有形文化財、二ヶ領用水久地円筒分水が

あります。川崎のものづくりを支える中小製造業が多くあります。 

・溝口地区は高津駅、溝の口駅付近に広がる区の北部エリアで、アクセスの良さから働く

世代が多く住んでいます。商業施設や集合住宅が多く、新しい住宅が建ち、転入者が多い

地域です。 

■ 地区データ

人口 31,101人 ０～14歳人口 4,128人

世帯数 16,139世帯 15～64歳人口 22,548人

高齢化率（65歳以上） 14.2％ 65歳以上人口 4,425人

資料：高津区地区カルテ（基準日：令和元年12月末日） 

溝口 

宇奈根 

すくらむ21

久地 

東急田園都市線

南武線

久地駅

高津こども文化センター

樹の丘地域包括支援センター

地域子育て支援センター
そよかぜ 

くじいこいの家 地域子育て支援センター
たまご 

高津図書館

総合教育センター

溝の口駅

国道246号線 

たかつ基幹相談支援センター

北部身体障害者福祉会館 

溝口地域包括支援センター

・高津区社会福祉協議会 
・てくのかわさき 

公的施設 

 地域包括支援センター 

 高齢者施設 

 障害者施設 

 こどもに関する施設 

武蔵 
溝ノ口駅 高津市民館
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■ 地区内の保健福祉活動資源

区分 名称 区分 名称 

行政機関・福祉機関等

高津市民館 

高津図書館 

てくのかわさき（生活文化会館）

総合教育センター 

福祉パルたかつ・高津区社会福
祉協議会 

川崎市男女共同参画センター
（すくらむ21） 

認可保育所 

このはな保育園、まなびの森保
育園高津、くじ保育園、うめのき
保育園、ぶどうの実久地園、
YMCAたかつ保育園、西高津く
さはな保育園、レッツ・びー溝の
口保育園、アスク高津えきまえ
保育園、すこやか溝口保育園、ま
なびの森保育園高津・分園、わら
べうた溝の口南口保育園、みぞ
のくち保育園、あいみー高津保
育園、アスク高津保育園、天才
キッズクラブ楽学館溝の口園、
スターチャイルド《高津溝口
ナーサリー》、あいみー溝口保育
園、溝口ピノキオ保育園、（仮称）
LIFE SCHOOL溝ノ口 

公園体操 
久地梅林公園、久地ふれあい公
園、溝口南公園、溝口緑地公園
（高津図書館公園前） 

幼稚園 高津幼稚園 

高
齢
者

施
設

地域包括支援
センター 

樹の丘、溝口 小・中学校 
久地小学校、高津小学校 

西高津中学校 

いこいの家 
くじいこいの家、久地第二いこ
いの家（民間） 

こども文化 
センター 

高津こども文化センター 

障
害
者

施
設

障害者相談 
支援センター

たかつ基幹相談支援センター、
くさぶえ地域相談支援セン
ター、地域相談支援センターゆ
きやなぎ、地域相談支援セン
ターいまここ 

地域子育て 
支援センター

地域子育て支援センターそよかぜ 
地域子育て支援センターたまご 

その他 北部身体障害者福祉会館 

NPO法人 

アルコールケアセンターたん
ぽぽ、ＷＥ２１ジャパン・たか
つ、かわさきマンション管理組
合ネットワーク、たかつｄｅ
ほっと、高津区文化協会、川崎
市空家活用支援センター、ス
ウェーデン認知症研究所ひめ
しゃら、ワーカーズ・コレク
ティブ・びすけっと、大山街道
活性化推進協議会、認知症高齢
者サービス研究センター 

町内会 

宇奈根、久地第１・第２・第３、
久地新田、久地東、久地西町、溝
口第１・第２・第３、溝口本町、
溝口第５、溝口南、溝口第６、溝
ノ口駅前 
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①高津第一地区

■ 地区で行われている保健福祉活動

分野 活動内容 グループ名 

高齢者・
障害者 

老人クラブ
宇奈根もみじ会、久地第一ときわ会、久地いきいきクラブ、久地第三きらく
会、久地東長寿会

会食会・サロン・カフェ 久地わかたけ会、高津第1地区社協福寿草の会

運動・体操・レクリエー
ション

パークボール愛好会、歩こう会、体操の会、シニア健康体操

その他 久地第２みまもり活動

子育て 

子育てサロン
うめの里、ふれあいサロン「きらり」、子育てほっとサロン、キューピーラ
ンド、あつまれひよこキッズ、高津子育てサークル「バンブーキッズ」 

子育てグループ のびっこ、高津子育て支援隊パウパウ 

子育て支援グループ 高津図書館読み聞かせグループめんどり、ゆりかご、コロコロたまごの会 

健康 
ストレッチ体操、 
レクダンス等 

すみれ会、梅香の会、くじ健康体操OB会、和の会、よつば会、さくらの
会、桜の会－21、わかくさ会 

その他  
あおぞら会、地域で賭けないマージャン、ふれあい歌声喫茶、各種サークル
活動（語学・文学・料理・生花絵画・ヨガ・ダンス等） 
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② 高津第二地区

地区内の町丁名 

梶ヶ谷、上作延、坂戸、下作延、久本、向ヶ丘 

■ 地区の概況

・梶ヶ谷地区は区の西部に位置し、バス通りを中心に区画整備された住宅地が広がる

地域です。夏祭りや公園の清掃などの活動が行われています。 

・上作延と向ヶ丘地区は戸建てや小型マンションが建つ一方、古くからの農家もあり

ます。バス等の利用で駅や大型施設、病院へもアクセスしやすい地域です。 

・坂戸地区は全体的に平坦で、集合住宅が多いです。子育て世代の人口が多く、町内会

同士の交流や協力が活発です。かながわサイエンスパーク（KSP）があります。 

・下作延地区は区の北西部に位置し、３駅利用可能で利便性がよく、若い世代が多い

一方、古くから住む方も多い地域です。町会や子ども会の活動も活発です。 

・久本地区はＪＲ南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅付近に位置し、大規

模マンションなど集合住宅が多くあります。 

■ 地区データ

人口 67,756人 ０～14歳人口 8,596人

世帯数 33,895世帯 15～64歳人口 46,313人

高齢化率（65歳以上） 18.9％ 65歳以上人口 12,847人

資料：高津区地区カルテ（基準日：令和元年12月末日） 

上作延 

下作延

高津区役所

久本

向ケ丘

坂戸 

溝の口駅

武蔵 
溝ノ口駅 

梶が谷駅

津田山駅

・上作延こども文化センター
・地域子育て支援センター
かみさくのべ 

上作延いこいの家

東急田園都市線

リ・ケア向ヶ丘
地域包括支援センター

子ども夢パーク

・高津いこいの家
・ちどり 

梶ケ谷 

たかつ生活支援センターにこば 公的施設 

 地域包括支援センター 

 高齢者施設 

 障害者施設 

 こどもに関する施設 

南武線

国道246号線 
第三京浜道路 

久地駅 

地域子育て支援センターかじがや

梶ヶ谷こども文化センター

梶ヶ谷いこいの家
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②高津第二地区

■ 地区内の保健福祉活動資源

区分 名称 区分 名称 

行政機関・福祉機関等

高津区役所 

ちどり（地域福祉施設） 

子ども夢パーク 

認可保育所 

ニチイキッズ梶が谷保育園、ア
スクかじがや保育園、梶ヶ谷保
育園、ベネッセ津田山保育園、溝
の口もりのこ保育園、坂戸保育
園、スターチャイルド《ＫＳＰ
ナーサリー》、坂戸くれよん保育
園、緑の杜保育園、レッツ・びー
梶ヶ谷保育園、アスク溝の口保
育園、津田山保育園、アートチャ
イルドケア津田山きらら、レッ
ツ・びー久本保育園、にじのそら
溝の口保育園、川崎たちばな保
育園、優祥会わかば保育園、みつ
ばち保育園～Stars～、こもれび
保育園川崎梶ヶ谷園 

公園体操 

梶ヶ谷第 1 公園、梶ヶ谷第 3
公園、上作延第2公園、上作延
いこいの家中庭、不動ヶ丘公
園、坂戸公園体操、下作延北ノ
谷公園、津田山第三公園、久本
薬医門公園体操、向ヶ丘東公
園、下作延第3公園、梶ヶ谷6
丁目はな公園 

幼稚園 
梶ヶ谷幼稚園、洗足学園大学附
属幼稚園 

認定こども園 津田山幼稚園 

高
齢
者

施
設

地域包括支援
センター 

樹の丘、溝口、リ・ケア 小・中学校 

西梶ヶ谷小学校、梶ヶ谷小学校、
南原小学校、上作延小学校、坂戸
小学校、久本小学校、下作延小学
校、洗足学園小学校、県立高津養
護学校 
高津中学校、中央支援学校、洗足
学園中学高等学校、県立高津養
護学校 

いこいの家 
梶ヶ谷いこいの家、上作延いこ
いの家、高津いこいの家 

こども文化 
センター 

梶ヶ谷こども文化センター 
上作延こども文化センター 

障
害
者

施
設

障害者相談 
支援センター 

たかつ基幹相談支援センター、
くさぶえ地域相談支援セン
ター、地域相談支援センターゆ
きやなぎ、地域相談支援セン
ターいまここ 

地域子育て 
支援センター

地域子育て支援センターかじがや 
地域子育て支援センターかみさ
くのべ 

その他 たかつ生活支援センターにこぱ 

NPO法人 

こどものみかた、チャレンジド
サポートプロジェクト、ハピ
タ、みなみかぜ高津、川崎ウィ
ングス・フットボールクラブ、
『心画』竜の書、シェアドッグ
スクール、たすけあいだんだ
ん、ＡＣＴ－Ｒ、ＮＰＯ地域社
会情報化研究所、コスモス、こ
ととふラボ、ザ・事務方、ハー
トセラピー川崎２１、ピアたち
ばな、やたがらす、わかくさ、
教育活動総合サポートセン
ター、川崎市キャリア開発セン
ター、川崎市障害福祉施設事業
協会、川崎市精神保健福祉家族
会連合会あやめ会、明日葉の
会、福祉移動サービスみらい 

町内会 

梶ヶ谷町内会、梶ヶ谷１丁目町
内会、梶ヶ谷２丁目町内会、梶ヶ
谷４丁目町内会、上作延町会、上
作延公社住宅自治会、上作延団
地自治会、上作延第２住宅自治
会、不動ヶ丘共同住宅自治会、不
動ヶ丘第２団地自治会、上作延
第１自治会、三井化学自治会、坂
戸第１町会、坂戸第２町会、坂戸
日商自治会、坂戸住宅自治会、溝
の口ガーデンプレミア自治会、
下作延第１町内会、下作延第２
町会、下作延第３町内会、下作延
中央町内会、下作延東町内会、下
作延中住宅自治会、津田山町内
会、久本町会、パークシティ溝の
口自治会、メイフェアクラブ、
ザ・タワー＆パークス自治会 
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■ 地区で行われている保健福祉活動

分野 活動内容 グループ名 

高齢者・
障害者 

老人クラブ

梶ヶ谷にこにこ会、上作延最勝会、上作延若葉会、不動ヶ丘親和会、坂戸第
一長生会、坂戸友和会、坂戸住宅長生会、下作延第一長寿会、下作延第１福
寿会、下作延第２福寿会、下作延第３福寿会、下作延第二町会長寿会、下作
延中央第一寿会、下作延中央第二寿会、下作延東町会なごみ会、津田山フレ
ンズ、久本第一長生会、久本第二長生会、久本第三長生会 

会食会・サロン・カフェ

高津第２地区社協ふれあい会食会、梶ヶ谷ふれあい会食会、上作延ミニデ
イ、高津第２地区社協ふれあい会食会高津会場、だんらん、ほっとの会、カ
フェつどい、ふれあい交流会、溝の口カフェ、しもさくサロン、茶話会、コ
コデお食事の会、みかんサロン、メイフェアカフェ、燦燦会 

運動・体操・レクリエー
ション

その他
会長による独居高齢者のみまもり、ご近所ネット、月１回高齢者の集まり実
施、にこにこ会、敬老事業、隣愛クラブ 

子育て 

子育てサロン
あつまれ！ひよこキッズ梶が谷・津田山、パークシティ溝の口ベビーサロ
ン、メイフェアパークス子育てサロン、子育てサロンコアラ 

子育てグループ たんぽぽ保育、ＴＨＥアートプロジェクト多文化読み聞かせ隊 

子育て支援グループ
親子でもっとあそぼう会、ＮＰＯ法人フリースペースたまりば、ＴＨＥアー
トプロジェクト多文化読み聞かせ隊、自主保育ぽけっと、パークシティおは
なしの森、自主保育 B．B．だん 

健康 
ストレッチ体操、 
レクダンス等 

梶ヶ谷体操クラブ、せせらぎ会、わかば会、カトレア会、野草会、萩の会、
若葉の会、下作延第１町会ストレッチの会、溝口健康づくりの会、いきいき
体操、ちどり健康体操クラブ、スマイル・ウィズ、ストレッチ＆リズム体操
（医療生協） 

その他  
囲碁・将棋の集い、コグニサイズで楽しく脳トレ、脳トレ健康マージャン教
室、囲碁・将棋で遊ぶ会、歌の会 
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③ 高津第三地区

地区内の町丁名 

二子、諏訪、瀬田、北見方、下野毛 

■ 地区の概況

・二子地区は二子橋から二ヶ領用水にかけての地域で、東急田園都市線の駅が２つあ

ります。戸建て、マンション、アパートが混在し、連合町会での行事なども行われて

います。 

・瀬田・諏訪地区は中心に諏訪神社があり、10月の例大祭など地域の行事が盛んです。

梨園や畑もあり、古くからの住民が多い地域です。川崎市出身の詩人・童謡作家、小

黒恵子氏の功績を紹介した「小黒恵子童謡記念館」があります。 

・北見方地区は第三京浜と多摩川、二ケ領用水に囲まれた地域です。町会活動が活発

で、白鬚神社の隣にある公民館が活動の拠点となっています。 

・下野毛地区は機械・食品工業の工場が多く、川崎のものづくりを支える中小製造業

が数多くあります。最近は戸建ての増加に伴い、若い世代も増えてきています。 

■ 地区データ

人口 35,171人 ０～14歳人口 4,582人

世帯数 18,694世帯 15～64歳人口 25,028人

高齢化率（65歳以上） 15.8％ 65歳以上人口 5,561人

資料：高津区地区カルテ（基準日：令和元年12月末日） 

東急田園都市線

高津駅

国道246号線

二子
瀬田

諏訪

二子新地駅

北見方 

下野毛 

公的施設 

 地域包括支援センター 

 高齢者施設 

 障害者施設 

 こどもに関する施設 

第三京浜道路

地域相談支援センターゆきやなぎ

二子こども文化センター

地域相談支援センターいまここ

東高津いこいの家

・東高津こども文化センター
・地域子育て支援センター 
ひがしたかつ 

陽だまりの園地域包括支援センター

高津スポーツセンター

障害者更生相談所 
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■ 地区内の保健福祉活動資源

区分 名称 区分 名称 

行政機関・福祉機関等 高津スポーツセンター 認可保育所 

にじいろ保育園二子新地、パ
レット保育園・高津、ソラスト高
津保育園、二子保育園、すこやか
高津保育園、すこやか諏訪保育
園、スターチャイルド《高津ナー
サリー》、ファミリア・キッズ二
子新地駅前園、すこやか諏訪保
育園、（仮称）くすのき保育園 

公園体操 

諏訪河原公園体操、北見方公園
体操、北見方公民館公園体操、
下野毛公園体操、二子神社公園
体操 

幼稚園 諏訪幼稚園 

高
齢
者

施
設

地域包括支援
センター 

陽だまりの園 小・中学校 東高津小学校 

いこいの家 東高津いこいの家 
こども文化 
センター 

二子こども文化センター 
東高津こども文化センター 

障
害
者

施
設

障害者相談 
支援センター

たかつ基幹相談支援センター、
くさぶえ地域相談支援セン
ター、地域相談支援センターゆ
きやなぎ、地域相談支援セン
ターいまここ 

地域子育て 
支援センター

地域子育て支援センターひがし
たかつ 

その他 障害者更生相談所 

NPO法人 

レックスポーツ、お年寄り生活
支援センターゆたか、PULCINI 
FC、PrimeTime21．JAPAN、
DT08、ぐるーぷ麦、防災・防
犯ネットワーク、よこはまクラ
ブ、らぱん、高津総合型スポー
ツクラブSELF、定年よ大志を
抱けの会、エンジョイスポーツ
クラブ 

町内会 

二子第１町会、二子第２町会、二
子第３町内会、二子第４町会、二
子第５町会、諏訪第１町会、諏訪
第２町会、北見方町会、コスモ・
ザ・ガーデン二子多摩川自治会、
下野毛町会 

■ 地区で行われている保健福祉活動

分野 活動内容 グループ名 

高齢者・ 
障害者 

老人クラブ
二子第一長生会、二子ロンライクラブ、二子若菜会、二子塚錦長生会、諏訪
長生会、北見方第一長生会、北見方第二長生会、下野毛長生会、 

会食会・サロン・カフェ
ミニデイケアひまわり会、ミニデイケアこでまり会、ミニデイケアすみれ
会、ミニデイケアすまいるくらぶ、ミニデイケア木遊会、いずみ会、福寿草
の会、諏訪ひだまり会、さつき会、あけぼの会、人生100年会 

運動・体操・レクリエー
ション

その他

子育て 

子育てサロン あつまれ！二子１キッズ、子育てサロンコアラ 

子育てグループ
二子母親クラブ、ママサークル IDOBATA、 
ｄ’sママコミュニティシングルサロン、ママとわたしの井戸端会議 

子育て支援グループ キッズルームひこうせん、自主保育たまがわのびっこ 

健康 
ストレッチ体操、 
レクダンス等 

桜の会21、サンルーム、オリーブクラブ、二子若菜会、東高津健やか推進
委員会健康体操、水月会、健康クラブ 

その他  
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④ 橘地区

地区内の町丁名 

明津、蟹ケ谷、子母口、子母口富士見台、新作、末長、 

北野川、千年、千年新町、久末、東野川 

■ 地区の概況

橘地区は、区の南部に位置し南は横浜市港北区・都筑区と接しています。住宅地が

広がる一方、農ある風景や丘陵地など自然も広がっています。川崎市初の国史跡に指

定された橘樹
たちばな

官
かん

衙
が

遺跡群
いせきぐん

をはじめ、橘樹神社や子母口貝塚等の歴史的な資源も多くあ

ります。 

■ 地区データ

人口 95,434人 ０～14歳人口 12,831人

世帯数 44,549世帯 15～64歳人口 63,019人

高齢化率（65歳以上） 20.5％ 65歳以上人口 19,584人

資料：高津区地区カルテ（基準日：令和元年12月末日） 

梶が谷駅

蟹ケ谷

子母口

子母口 
富士見台

久末
明津

千年

新作

北野川

公的施設 

 地域包括支援センター 

 高齢者施設 

 障害者施設 

 こどもに関する施設 

東野川

千
年
新
町

末長
くさぶえ地域相談支援センター東急田園都市線

高津区役所橘出張所

川崎市民プラザ

末長いこいの家

ひさすえ地域包括支援センター

プラザ橘

・子母口こども文化センター
・地域子育て支援センターしぼくち 

子母口いこいの家

地域子育て支援センターちとせやまゆり

わらく地域包括支援センター

南武線 

第三京浜道路

・末長こども文化センター
・地域子育て支援センターすえなが

高津老人福祉・地域交流センター

中部児童相談所 

すえなが地域包括支援センター



高津区地域福祉計画策定にあたって 第１章

41

■ 地区内の保健福祉活動資源

区分 名称 区分 名称 

行政機関・福祉機関等

高津区役所橘出張所 

プラザ橘 

川崎市民プラザ 

中部児童相談所 

認可保育所 

蟹ヶ谷保育園、子母口わかば保
育園、川崎子母口雲母保育園、ぶ
どうの実梶ヶ谷園、アスク武蔵
新城保育園、にじいろ保育園武
蔵新城、ベネッセ武蔵新城保育
園、ちゃいれっく新作保育園、ま
なびの森保育園梶が谷、末長こ
ぐま保育園、小学館アカデミー
むさししんじょう第２保育園、
保育園ゆいまあむ、千年たちば
な保育園、たちばな中央保育園、
明日葉保育園武蔵新城園、レッ
ツ・びー千年保育園、ちとせ山ゆ
り保育園、野川ほのぼの保育園 

公園体操 

蟹ヶ谷槍ヶ崎公園体操、橘樹神
社体操、橘公園体操、子母口旭
田公園体操、新作公園体操、新
作第２公園体操、新作第３公園
体操、新作八幡宮体操、笹の原
公園体操、末長宗田公園体操、
千年前田公園体操、千年新町公
園体操(集会所前)、久末団地公
園体操、久末公園体操、久末宮
の谷公園体操、久末道下公園体
操、久末谷中公園体操、久末大
谷公園体操、久末城法谷公園体
操、、久末表耕地公園体操、蟹ヶ
谷槍ヶ崎住宅 1 号棟中庭公園
体操 

幼稚園 
若竹幼稚園、川崎たまがわ幼稚
園、川崎めぐみ幼稚園、たちばな
幼稚園 

認定こども園 新作やはた幼稚園 

高
齢
者

施
設

地域包括支援 
センター 

すえなが、ひさすえ、わらく 小・中学校 

子母口小学校、新作小学校、末長
小学校、橘小学校、久末小学校 

東橘中学校、橘中学校、東高津中
学校 

いこいの家 
子母口いこいの家 
末長いこいの家 こども文化 

センター 
子母口こども文化センター 
末長こども文化センター 

その他 
高津老人福祉・地域交流セン
ター 

障
害
者

施
設

障害者相談 
支援センター 

たかつ基幹相談支援センター、
くさぶえ地域相談支援セン
ター、地域相談支援センターゆ
きやなぎ、地域相談支援セン
ターいまここ 

地域子育て 
支援センター

地域子育て支援センターしぼく
ち、地域子育て支援センターす
えなが、地域子育て支援セン
ターちとせやまゆり 
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④ 橘地区

■ 地区内の保健福祉活動資源

区分 名称 区分 名称 

NPO法人 

WonderChildren 
Shape the Dream 
あかつき作業所 
あかね 
アシスト 
オリーヴ 
ダンスラボラトリー 
フリースペースたまりば 
子育てを応援する会 
アローゾ・スポーツクラブ 
子ども支援サポートセンター 
神奈川臨床エビデンス研究会 

町内会 

明津町内会、蟹ヶ谷自治会、市営
蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅自治会、蟹ヶ谷
槍ヶ崎南自治会、蟹ヶ谷清水町会、
蟹ヶ谷古滝町内会、蟹ヶ谷槍ヶ崎自
治会、国土交通省蟹ヶ谷宿舎自治
会、南たちばな自治会、ハイム蟹ヶ
谷自治会、蟹ヶ谷住宅２号棟自治
会、子母口南町内会、子母口富士見
台町内会、子母口プラザハイム自治
会、子母口北町会、新作第一町内会、
新作第二自治会、新作第三新和会、
新作第四親和会、新作第五自治会、
市営新作団地自治会、末長町内会、
末長光友町会、末長中央町内会、末
長宗田自治会、末長南自治会、末長
久保台自治会、東末長町内会、末長
台自治会、末長中町町会、姿見台ス
カイハイツ管理組合、セブンフォレ
ストヒル自治会、ライオンズマン
ション溝の口自治会、梶が谷プラザ
ビル管理組合、千年町会、前田団地
自治会、新前田住宅自治会、千年住
宅自治会、千年新町町内会、千年新
町市営住宅住宅自治会、久末町内
会、久末表Ａ住宅自治会・Ｂ住宅自
治会、市営久末団地自治会、県営久
末アパート自治会、大谷第二団地自
治会、久末つつじハイツ自治会、明
石穂自治会、久末谷中自治会、鷹巣
橋自治会、ルックハイツ日吉自治
会、久末西住宅自治会、野川東住宅
自治会、野川中耕地自治会 

■ 地区で行われている保健福祉活動

分野 活動内容 グループ名 

高齢者・ 
障害者 

老人クラブ

明津老人クラブ、蟹ヶ谷末広会、蟹ヶ谷千寿会、子母口寿会、子母口第２寿
会、子母口富士見台寿会、新作恵美寿会、新作寿会、新作親寿会、新作睦ク
ラブ、末長久保台白寿会、末長寿会、千年ゆうゆう会、前田親和会、久末表
ひまわり倶楽部、久末寿会、久末団地ひさご会、久末福寿会、久末リバイブ
クラブ、円山寿会、明石穂つくしの会、野川竹葉会 

会食会・サロン・カフェ
せせらぎ caf 、プラザカフェ、橘第１～第３地区社協ふれあい会食会、末
長いこいの家ミニデイサービス（一人暮らし会食会）、第１・第２楽しく食
べよう会、独居高齢者対象の会食会、野川竹葉会、グランダカフェ 

運動・体操・レクリエー
ション

その他
敬老の日のお祝い、自治会役員が交代で毎月防犯パトロール実施、みまもり
マップ 

子育て 

子育てサロン
あつまれ！ひよこキッズ蟹ヶ谷、ゆうゆう広場（悠友館）、子育てひろば・
絵本パーク（プラザ橘）、あつまれ！橘１キッズ、親子ふれあい広場 

子育てグループ
幼児サークルヤンチャリカ、おひさまクラブ、外遊びの会むしとこ、めばえ
会、little  HOME「絵本＆おもちゃサロン」、ハッピィマミィ 

子育て支援グループ 読み聞かせボランティアグループどんぐり（プラザ橘） 

健康 
ストレッチ体操、 
レクダンス等 

蟹ヶ谷体操クラブ、ひまわり会、カトレア会、すこやかストレッチの会、憩
い会、第１さわやか健康クラブ、第２さわやか健康クラブ、高津レクダンス
（藤の会）、こもれび、ストレッチたんぽぽ会、菜花、こでまり、かように
しの会、90の会、谷中健康体操、健康グループ久末さざなみ会、元気でい
よう会、のびやか会、さつき会、青葉の会、末長さつきの会 

その他  
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（４）高津区の現状

① 総人口と世帯数 ＜人口・世帯数は増加、１世帯当たり人員は減少＞

人口は増加を続けており、令和２（2020）年５月１日現在で 234,265 人と、７区

で2番目に人口の多い区となっています。 

人口増加に対し、１世帯当たりの人員は2.05人となっており、平成26（2014）年

の2.10人から、ゆるやかな減少傾向が続いています。 

資料：川崎市統計情報「川崎市の世帯数・人口」 
（各年10月１日現在、令和２年は5月1日現在） 

② 人口構成 ＜年少人口、25～54歳の割合が市より高い＞

② １ 年齢５歳階級別人口割合 

年齢５歳階級別人口割合を市と比

較すると、年少人口（0～14歳）の

割合が市より高く、生産年齢人口

（15～64歳）では25～54歳の割

合が市より高くなっています。また、

平均年齢は市全体よりやや低く、

42.9歳となっています。 

資料：川崎市統計情報「川崎市年齢別人口」（令和元年10月１日現在）

総人口と世帯数 

年齢５歳階級別人口割合 

224,710 228,141 229,584 230,507 231,808 233,285 234,265 

106,786 107,931 109,177 110,335 111,495 113,173 114,413 
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高津区
平均年齢42.9歳
（総人口 233,285 人）

川崎市
平均年齢43.6歳
（総人口 1,530,457 人）
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② ２ 年齢３区分別人口割合 ＜老年人口が増加＞ 

年齢３区分別にみると、生産年齢人口の割合（68.5％）が市全体よりも高く、また、

老年人口（65歳以上）の割合（18.8％）は市全体よりも低くなっています。 

老年人口の割合は低いものの、区の推移をみると年々増加傾向にあります。 

区別年齢３区分別人口割合 

高津区の年齢３区分別人口割合の推移 

資料：川崎市統計情報「川崎市年齢別人口」（各年10月１日現在） 

③ 転出入の状況 ＜１年間で約 16,000人が転出入＞

令和元（2019）年の転出入の状況をみると、１年間で転入が約16,500人、転出が

約15,900人となっており、転入が転出をやや上回っています。 

区別転出入の状況 

資料：川崎市統計書「人口動態（自然増減・社会増減）」（平成31年１月～令和元年12月の合計） 
※社会増減…住民の社会増（転入）から社会減（転出）を差し引いた人数。

12.4 11.1 13.0 13.0 12.7 13.5 10.6 12.9 
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④ 出生数・出生率の推移 ＜出生数は横ばい＞

平成30（2018）年の出生数・出生率は7区で2番目に高くなっています。出生率

は平成30（2018）年に10ポイントを割りましたが、市全体を上回る傾向が続いてお

り、7区で3番目となっています。 

区別出生数・出生率（平成30年） 

高津区の出生数・出生率の推移 

資料：川崎市統計書 
※‰（パーミル）＝千分率（人口千対） 

⑤ 将来推計人口 ＜人口のピークは 2035年＞

総人口は令和17（2035）年まで増加するものの、以降は人口が減少する見込みです。

生産年齢人口は10年早く、令和７（2025）年以降には減少する見込みです。 

高津区の将来推計人口 

資料：川崎市総務企画局「川崎市総合計画第２期実施計画の策定に向けた将来人口推計について」
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⑥ 児童虐待相談・通告の状況 ＜件数が増加＞

川崎市では、子どもの安全と健やかな成長が守られるよう、平成25（2013）年４月

１日に「川崎市子どもを虐待から守る条例」が施行され、平成26（2014）年２月には

「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画」を策定しています。 

高津区の令和元（2019）年度の児童虐待相談・通告件数は、670件となっています。 

児童虐待相談・通告件数受付状況（区役所・児童相談所合計） 
単位：件 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 その他 計 

平成27年度 673 357 332 334 312 325 189 12 2,534 

平成28年度 781 382 429 383 323 288 282 7 2,875 

平成29年度 758 324 431 518 578 317 318 19 3,263 

平成30年度 835 491 560 600 627 541 439 41 4,134 

令和元年度 1,031 525 524 670 700 513 515 28 4,506

資料：報道発表資料（こども未来局）平成28年度児童相談所・区役所における児童虐待相談・通告件数 

⑦ 介護保険の状況 ＜要介護認定者数が増加＞

介護保険要介護認定者数は平成26（2014）年度以降、増加し続け、平成30（2018）

年度には7,877人となっています。 

要介護認定者数 

資料：川崎市統計書「介護保険の概況」（各年度末時点） 
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⑧ 高齢者の状況 ＜ひとり暮らし高齢者が増加＞

平成27（2015）年の国勢調査では、高津区は７区で２番目にひとり暮らし高齢者が

多く、平成22（2010）年から2,068人増加しています。 

また、高齢者人口に占めるひとり暮らしの割合は21.5％となっており、７区で３番目

に高くなっています。ひとり暮らしの割合は上昇傾向が続き、平成22（2010）年から

1.8ポイント上昇しています。 

区別ひとり暮らし高齢者数と高齢者人口に占める割合の推移 

資料：国勢調査 

⑨ 老人クラブの状況 ＜会員数は微増＞

老人クラブの会員数は平成 29 年度まで減少していましたが、平成 30 年度からは増

加に転じて、令和元年度には会員数が 2,633 人となっています。クラブ数も増えてお

り、令和元年度は56クラブとなっています。 

高津区の老人クラブ加入状況の推移 

資料：川崎市統計書「老人クラブの状況」（各年度４月１日現在） 
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⑩ 障害者の状況 ＜障害者数が増加＞

障害者数は、平成30（2018）年度末で身体障害者手帳所持者数が5,423人、知的

障害者数※が1,709人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が2,034人となっています。

身体障害者、知的障害者、精神障害者いずれも増加傾向にあります。 

高津区の障害者数の推移 

資料：川崎市統計書（各年度末） 
※知的障害者数は判定のみ受けて手帳を所持していない者も含む。 

⑪ 町内会・自治会の加入率及び加入世帯数＜加入率は減少、加入世帯数は増加＞

令和元（2019）年度 4 月 1 日現在、108 の町内会・自治会等の住民組織がありま

す。町内会・自治会の加入率は平成30年以降減少していますが、加入世帯数は平成29

年以降67,000世帯を超えています。 

高津区の町内会・自治会加入率及び加入世帯数の推移 

資料：川崎市統計書「住民組織加入状況」 
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⑫ 民生委員児童委員の状況 ＜受け持ち世帯が市全体より多い＞

令和元（2019）年４月１日現在の区内の民生委員児童委員は202人で、1委員当た

りの受け持ち世帯数は 556 世帯となっています。市全体の平均 470 世帯よりも多く、

7区の中で２番目に多くの世帯を受け持ちしています。 

民生委員児童委員の委員数と一人当たりの受け持ち世帯数 

資料：川崎市統計書「民生委員・児童委員の概況」 

⑬ 住居の状況 ＜共同住宅に住んでいる人が約８割＞

共同住宅が77.5％、一戸建が20.3％となっています。 

住まいの形態 

資料：総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査（平成30年10月１日現在） 
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地震や風水害への対策

子どもや子育ての支援

n=1,109

３ アンケート調査の結果 

（１）高津区区民生活に関わるニーズ調査結果

平成 28（2016）年 10 月～11 月に行われた「高津区区民生活に関わるニーズ調査」

の結果を、地域福祉に関わる「地域におけるつながり」「区からの情報提供」などの視点か

ら見ていきます。 

※区内在住の満18歳以上の男女2,000人を無作為抽出し、郵送による配布・回収 

有効回収率 55.5% 

●区役所業務への希望について

区役所業務への希望について、「子どもや子育ての支援」が 44.1％と最も高く、次い

で「地震や風水害への対策」が39.7％、「道路、歩道の整備」が37.8％となっています。 

区役所業務への要望

※項目数が多いため、20％以下は省略 
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2.3

3.4

13.4

16.2

23.3

27.0 

28.6

37.0 

43.0 

53.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

ホームヘルパーの数を増やすための講座を開催する

配食サービスを充実させる

悩みなどの相談を受け付ける場を設ける

送迎サービス・ボランティアの充実を図る

高齢者の支援などに関する情報を提供する

高齢者世帯に訪問し、生活状況を確認する

高齢者が集まれる場所をつくる

高齢者が活躍できる機会をつくる

●高齢者支援について

高齢者を支援するための手法として、「高齢者が活躍できる機会をつくる」が 53.0％

と最も高く、次いで「高齢者が集まれる場所をつくる」が 43.0％、「高齢者世帯に訪問

し、生活状況を確認する」が37.0％となっています。 

高齢者の状況把握や、他の人との交流の機会をつくることが望まれています。 

高齢者を支援するためにはどのような手法がよいか 

n=1,109
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2.7

5.6

4.8

15.1

19.4

21.1

21.6

28.9

32.6

45.2

49.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

子どもや青少年の育ちを支援するような

講座等を開催する

子どもや子育て関係の団体・サークルを支援する

家事を補助する仕組みを作る

保育園における保育の質を向上させる

子どもや子育てに関する情報を発信する

区役所に親の不安や子育てなどの悩みなどを

専門的に相談できる仕組みを作る

子育て中の親が交流できる場を提供する

子どもの遊び場を提供する

幼稚園・保育園等の施設を増設する

●子育て支援について

子どもや子育てを支援するための手法として、「幼稚園・保育園等の施設を増設する」

が49.2％と最も高く、次いで「子どもの遊び場を提供する」が45.2％、「子育て中の親

が交流できる場を提供する」が32.6％となっています。 

子どもだけではなく、その保護者への支援も求められています。 

子どもや子育てを支援するためにどのような手法がよいか 

n=1,109
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5.4

4.9

4.1

18.7

22.6

32.0 

35.9

36.4

45.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

「地域のコミュニティ」というテーマで

講演会・シンポジウムを開催する

地域の活動(清掃、花壇の管理など)を通じて、

地域の連帯感を深める

町内会、自治会の活動を行政が支援する

小さなエリアを単位として住民同士のつながり

づくりのきっかけとなるような

機会(イベント等)をつくる

既存の公園を活用して、地域住民が

参加できるようなイベントを開催する

身近に集い、憩える場所を作る

多くの区民が参加できるようなイベント

(お祭りなど)を開催する

●地域住民のつながりについて

地域住民のつながりを深める手法として、「多くの区民が参加できるようなイベント

（お祭りなど）を開催する」が45.2％と最も高く、次いで「身近に集い、憩える場所を

作る」が 36.4％、「既存の公園を活用して、地域住民が参加できるようなイベントを開

催する」が35.9％となっています。 

つながりを深めることのできる機会や場の提供、自分が住んでいる地域での活動が求

められています。 

地域の住民同士のつながりを深めるにはどのような手法がよいか 

n=1,109
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3.0 

2.4

12.3

15.6

16.8

20.7

23.4

26.7

27.2

36.9

42.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

メールマガジンを発行する

チラシを様々な施設におく

ポスターなどを掲示板に貼る

町内会で回覧する

タウン誌を活用する

区の地図や主要施設を掲載した

パンフレットを充実させる

SNSを活用する

市政だより区版を拡充する

ホームページを充実させる

●区からの情報提供について

区の情報を提供するための手法として、「ホームページを充実させる」が 42.2％と最

も高く、次いで「市政だより区版を拡充する」が36.9％、「SNSを活用する」が27.2％

となっています。 

様々な媒体を通じて情報を伝えることで、情報提供の充実を図ることが望まれています。 

区の情報を提供するためにはどのような手法がよいか 

n=1,109
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19.1

19.1

19.6

22.4

22.5

23.1

23.9

24.2

34.7

36.6

0% 10% 20% 30% 40%

近所に公園が少ない

カラスによる人への威嚇や

ごみの散乱などの被害が多い

シニア世代が地域に貢献できる仕組みがない

名所・旧跡などの地域の魅力が

知られていない

近隣の住民同士の関係が薄れている

駅周辺に放置自転車が多い

地震や風水害に対する準備が不足している

小学校の登下校時の安全対策や

街頭犯罪に対して不安がある

路上喫煙や歩きたばこが多い

道路や歩道の整備が不十分である

●まちの課題・問題点について

まちの課題・問題点として、「道路や歩道の整備が不十分である」が 36.6％と最も高

く、次いで「路上喫煙や歩きたばこが多い」が 34.7％、「小学校の登下校時の安全対策

や街頭犯罪に対して不安がある」が24.2％となっています。 

道路・歩道の整備や歩きたばこ対策といった、路上の環境に対する不満が見られます。

また、登下校時の安全対策や地域コミュニティの活性化への対応も求められています。 

まちの課題・問題点と思うもの 

※項目数が多いため、11番目以下は省略 

n=1,109
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9.1

34.4

10.2

24.6

35.4

26.2

6.5

9.8

19.0

6.5

3.6

22.8

4.2

8.9

32.8

8.5

23.5

34.5

19.8

7.2

11.6

22.2

5.8

3.4

23.5

5.8

0% 20% 40% 60% 80%

健康づくりに関する問題（ストレス、食育、

生活習慣病など）

高齢者に関する問題（介護、権利擁護、生き

がいづくり、見守りなど）

障害児・者に関する問題（地域生活支援、権

利擁護、活動支援、障害に対する理解など）

子どもに関する問題（育児不安、子育て支

援、教育、しつけ、遊び場づくりなど）

地域防犯・防災に関する問題（交通安全、子

どもの見守り、火の用心、防災訓練など）

地域のつながりに関する問題（近所づきあ

い、人と人との関係が希薄など）

一人ひとりに必要な制度や地域活動が十分で

ないことが原因と考えられる問題

家庭不安や心配ごとを誰にも相談できない人

がいるという問題

適切な情報が得られない、あることを知らな

い人がいるという問題

地域活動や団体活動を行う拠点や場所がない

（足りない）という問題

その他

特に問題だと感じていることはない

無回答

市全体

n=2,224人

高津区

n=  293人

（２）第５回川崎市地域福祉実態調査（高津区集計）の結果

令和元（2019）年11月～12月に行われた「第５回川崎市地域福祉実態調査」のうち、

「地域の生活課題に関する調査」と「地域福祉活動に関する調査」の高津区の集計結果か

らは、「高津区区民生活に関わるニーズ調査」結果と同様の地域のつながり、高齢者、子ど

もに対する意見に加えて、地域の防犯・防災や、情報、相談に対する意見も見られます。 

※地域の生活課題に関する調査：市内在住の満 20 歳以上の男女 6,300 人（各区 900

人を基本）を無作為抽出し、郵送による配布・回収 

有効回収率 35.3% 

※地域福祉活動に関する調査：市内で地域福祉活動を行う団体等496団体を抽出し、郵

送による配布・回収  有効回収率 65.7% 

① 地域の生活課題に関する調査

●「地域」で問題だと感じていること

地域の問題について、高津区全体では「地域防犯・防災に関する問題」が34.5%と

最も高くなっています。また、「適切な情報が得られない、あることを知らない人がい

るという問題」が3.2ポイント、「家庭不安や心配ごとを誰にも相談できない人がいる

という問題」が1.8ポイント、それぞれ市全体より高くなっています。 

「地域」で問題だと感じていること 
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62.2

18.7

8.3

7.0

4.4

32.9

6.0

9.5

35.7

12.6

8.4

2.4

12.6

2.6

63.8 

18.8 

7.5 

5.8 

3.4 

32.1 

5.1 

8.2 

41.3 

13.3 

6.5 

2.0 

10.2 

2.7 

0% 25% 50% 75% 100%

市全体
n=2,224人

高津区
n=  293人

●地域の支え合いとして、手助けをしてほしいこと、自分ができること

「安否確認の見守り・声かけ」が、手助けをしてほしいことで51.2%、自身ができ

ることでも63.8%と、いずれも最も高くなっています。 

区民が共に支え合えるように、交流の機会や活動のきっかけの提供に取り組むこと

が求められています。 

手助けをしてほしいこと 回答者自身ができること

49.1

8.9

7.7

27.0

2.5

22.3

5.3

13.4

42.3

10.2

7.6

2.2

13.0

2.2

51.2 

10.9 

7.2 

28.0 

1.7 

24.6 

5.8 

11.6 

45.7 

8.5 

8.5 

1.4 

10.9 

2.0 

0% 25% 50% 75% 100%

安否確認の

見守り・声かけ

趣味など

世間話の相手

子育て・介護などの

相談相手

炊事・洗濯・掃除

などの家事

草むしり、冷蔵庫内

の整理

ちょっとした買物

子どもの預かり

外出の付添い

災害時の手助け

ゴミ出し・雨戸の

開け閉め

電球交換や

簡単な大工仕事

その他

特にない

無回答
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31.3

31.5

29.2

42.2

41.9

15.6

25.0

3.8

6.6

28.7 

32.1 

31.4 

46.1 

47.8 

18.1 

24.9 

3.8 

5.5 

0% 25% 50% 75% 100%

市民への意識調査や団体アンケート、

聞き取りなどによる地域課題やニーズの把握

行政からの一元的な情報提供、相談の場づくり

ボランティアや地域で活動する

地域福祉を担う人材の育成

福祉サービスを適切に利用することが

できるような評価や内容の情報開示

サービスが利用できない、

結びつかない人への対応の充実

ワークショップや地域交流会などによる

地域の課題等を共有する場・機会の提供

地域の自主的活動と行政サービスの連携強化

その他

無回答

市全体
n=2,224人

高津区
n=  293人

●地域福祉を推進するために、行政が取り組むべきこと

「サービスが利用できない、結びつかない人への対応の充実」が47.8%で最も高く、

次いで「福祉サービスを適切に利用することができるような評価や内容の情報開示」

（46.1%）となっています。 

区民がサービスを十分活用できるような情報提供や相談体制が求められています。 

地域福祉を推進するために、行政が取り組むべきこと 
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●地域福祉を推進するために、市民が取り組むべきこと

「地域での交流などを通して、住民同士の助け合いの意識を向上させること」「地域

で困っていることや自分ができることを知らせる情報が集まる場をつくること」が

36.9%で最も高く、次いで「家族以外の人で、身近に困りごとなどを相談できる人を

増やすこと」（34.1%）となっています。 

区民が共に支え合うことができるよう、一人ひとりが意識を高め、活動・交流の機

会の提供に取り組むことが求められています。 

地域福祉を推進するために、市民が取り組むべきこと 

22.8

23.1

38.5

32.1

32.3

3.7

6.8

5.8

21.5

23.5

36.9

36.9

34.1

2.7

5.8

5.8

0% 20% 40% 60% 80%

住民同士が自ら地域課題の把握やその解決方法を

探るための話し合いの機会をつくること

地域の課題や問題に主体的に取り組む

ボランティアや地域で活動する人を増やすこと

地域での交流などを通して、

住民同士の助け合いの意識を向上させること

地域で困っていることや自分ができる

ことを知らせる情報が集まる場をつくること

家族以外の人で、身近に困りごとなどを

相談できる人を増やすこと

その他

特に取り組むべきことはない

無回答

市全体

n=2,224人

高津区

n=  293人
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② 地域の生活課題に関する調査（自由回答より）

自由記述においては、子育て環境への不満、高齢化への不安、地域のつながりの希薄

化への問題意識などが見られます。地域のコミュニティづくりを推進することにより、

これらの課題を解決することが求められています。また、適切な情報が得られないとい

う情報伝達の問題も見られます。ネットが普及する一方、苦手とする人もいることから、

できるだけ多様な経路で伝達することや、相談窓口の充実などが求められています。 

●子どもに関する問題

■子どもたちが遊べる公園、思い切りボール遊びなどができる広場やスペースが少な

い。結局マンション前の道路や駐車場などで遊んだりして危険。小学校の校庭を開

放してほしい。 

■町内に児童館がない。 

■近所に大声で子供をしかっているお母さんがいる。虐待とまでは考えないが親の育

児ストレスを考えるとどこかで解消できているだろうかと心配。 

■待機児童問題（特に認可保育園） 

道が狭く特に通学路に車が多い。 

■公園で盗難にあい、それ以来安心して遊べず行きたがらなくなった。 

■大人の理解が得られない（うるさい危ない等言われる）。 

●地域防犯・防災に関する問題

■治安の悪い地域、自転車のマナーの悪さ。 

■不審な電話や訪問販売が多くなっている。 

■台風など、災害時の対策や訓練。避難場所がわからない。情報共有への不安。 

●高齢者に関する問題

■高齢者が多くあまり近所づきあいもない。いざという時にはお互い助け合いたい。 

■一人暮らしの高齢者が増え、しばらく顔を見ないと心配。 

■家の中での小さなこと（電球の取り換え等）ができないと困っている人もいる。 

■足が不自由で歩行も困難な方もおり、そのような方たちに移動販売車のような移動

談話車のような形で身近な人たちとの交流があるとよい。 

■将来の介護と仕事の両立。 

■町会は高齢化が進みイベントに参加できない。また、若い人が参加しない。 

●地域のつながりに関する問題

■町会の行事に参加しにくい。核家族・共働きで近所づきあいの時間が取れない。 

■町内会・自治会がないので、まとめ役員等もおらず、地域で何か起きた時に困る。 

■子供会はあるが個々の事情で参加する人は少ない。役員をやりたくない人等一部の

人に負担がかかる。 
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■近くの家にどんな人が暮らしているのか知らないこと。 

■リーダーが少なくて発展しない。交流する、そして参加を呼びかける世話役といっ

た点が整っていない気がする。 

■日頃自分から積極的にコミュニケーションを地域の人と取らないので災害時に自分

が地域にできることがわからないし、そのような活動の案内が伝わってこないのは

問題だと感じています。 

●適切な情報が得られない、あることを知らない人がいるという問題

■情報について気になることは自ら調べるが、知らない情報もある。情報発信が残念

ながら届きにくく感じます。もっと広報してほしい（効果的に）。 

■情報誌はあるがわかりにくい。 

■活動がよくわからない。 

■回覧板など情報共有するコンテンツがない、来ない。 

■回覧板に有益な情報がない。 

■災害において行政の支援が少ない。 

■区役所でやっているイベントごとは子育て支援センターの良さ等を画像や動画で伝

えられるはず。 

■町内会・自治会があるのは知っているが、実際何をやっているのは知らない。 

■積極的に動けば情報は入ってくると思いますが、人づきあいが苦手な方、体調のす

ぐれないご高齢者などにはなかなか難しいものがあります。どのような情報がどこ

にアクセスすれば入手できるか、リストのようなものが各戸に定期的に（例えば年

4回など）継続して配布されれば助かると思います。 

●障害児・者に関する問題

■入所施設に入っている障害者が必要な運動等を行えない。 

●地域活動や団体活動を行う拠点や場所がない（足りない）という問題

■スポーツ施設 
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●家庭不安や心配ごとを誰にも相談できない人がいるという問題

■何か問題が起きた時、どこに相談していいかわからない。 

■生活上のお金の問題を抱えて途方に暮れている方がいる。相談できる所がなくて

困っているように感じる。 

■アスペルガーの家族に“老後の心配”、どこに相談するか。 

●健康づくりに関する問題

■出産後孤立するお母さんが増えている。健康づくりのための機会が少ない地域。 

●一人ひとりに必要な制度や地域活動が十分でないことが原因と考えらえれる問題

■民生委員のなり手が少ないのではないかという心配がある。民生委員が無報酬なの

は無理があると思う。 

■公営に住んでいる身として、集団生活において約束事を守らない人が多すぎる。申

請や制度が不便。防犯や防災時の公営のあり方をそもそも伝え聞いたことがない。 
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４ 第５期計画の振り返り 

基本目標１ 区民が主役の福祉の地域づくり

●主な取組

〇食生活改善推進員と協働して「マタニティ料理教室」を開催し、妊娠期の食生活改

善を通して、健康的な生活習慣への動機づけ、子育て支援、世代間交流を推進しま

した。 

〇地域の子育て中の母親の仲間づくりの推進のために「あつまれキッズ」や「フリー

スペース事業 キューピーランド」を開催することで、子育て中の孤立化の軽減を

図りました。 

〇区内の市民活動・まちづくり活動の活性化支援のために「どんなもんじゃ祭り」を

開催し、45団体が参加し、約900名の来場がありました。 

〇地域で開催されている「ミニデイや会食会への参加」を通して、健康講話の実施や

運営等の相談による支援を行うことで、参加者の健康づくりやボランティアの生き

がいづくりにもつながりました。 

●課題

○健診やイベント等を開催するにあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に

向けた「新たな生活様式」を踏まえた工夫が必要です。 

○誰もが気軽に集い、各年代が交流できる場づくりや機会づくりが必要です。 

○区民一人一人が積極的に地域の活動に参加できるように、誰もが参加できるイベン

トの開催が求められます。

○地域活動を実施している団体の情報の提供を行っていますが、活動の紹介や広報に

工夫が必要です。 

〇講座やイベントの広報が必要な人に届くように、広報に力を入れることが必要です。

また、参加者の要望を的確に把握することが求められます。 

○川崎市では「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」を平成 31 年３月に策

定しており、地域包括ケアシステム構築の取組をコミュニティ施策の視点から支え、

相互補完的に充実させていく必要があります。 

○生きがいを持ち心豊かな暮しができるよう、健康寿命の延伸をめざすため、健康づ

くり・生きがいづくりの普及啓発が必要です。 

○地域資源情報の提供や活動団体同士の交流の支援を行い、市民活動の活性化につな

げることが必要です。 
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基本目標２ 区民ニーズをふまえた福祉サービスの提供

●主な取組

〇「地域包括ケアシステム交流会」を通して、地域の活動団体がお互いの活動の課題

や取組を情報交換することで、活動の活性化とつながりづくりを支援しました。 

〇乳幼児を持つ親が安心して子育てできるように、「育児相談」や「乳幼児栄養相談」

を実施することで、子育てにおける悩みや心配事の解消の支援をしました。 

〇「健康づくりボランティア養成講座」や「認知症サポーター養成講座」等各種講座を

実施することで、地域福祉の担い手の養成をしました。 

〇貧困の連鎖の歯止めを目的に、被保護世帯の子どもを対象に子ども夢パーク、子母

口老人いこいの家での学習支援を行うとともに、居場所づくりを行いました。 

●課題

○サービスや制度の情報が受け手に確実に届き、適切にサービスを利用することができ

るような情報提供が必要です。

○区民一人ひとりが「主役」であることの意識を持ち地域活動に関心を持ってもらうた

めの情報提供が必要です。

○各種相談事業で悩みや心配事の解消の支援を行うためには、気軽に利用・相談できる

ことが必要です。

〇地域福祉の担い手が不足しているので、誰もが地域活動やボランティアに参加でき、

支え合いを活性化する仕組みづくりが必要です。 

○地域の福祉を支える担い手として若年層や異業種、プロボノ（※）等含めて幅広く対

象として捉えていく必要があります。 

※「プロボノ」は、ある分野の専門家が専門知識やスキルを活かしておこなう社会貢献

活動という意味として使われています。普通のボランティア活動と違ってボランティ

アの参加者が自分の専門分野を生かして活動することが特徴です。 

基本目標３ 支援を必要とする人が適切な支援につながる仕組みづくり

●主な取組

〇誰もが安心して暮らし続けられるよう、「見守りネットワークの推進」を進め、関係

事業者と協力しながら地域とのネットワーク強化を図りました。 

〇犯罪を未然に防止し、安全な地域を作るために「防犯パトロール報告会」を開催し、

参加者への防犯意識向上に努めました。 

〇高齢者虐待、児童虐待、障害者虐待の予防や早期発見を図るために、「虐待相談支援」

を実施しました。 

〇災害発生時に地域で支え合う体制づくりのために、「自主防災組織の支援」や「避難

所運営会議」を開催し、連携強化を図りました。 
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●課題

〇地域で安心して暮らすためには、日頃からの見守りの体制を強化し、近隣の住民の

見守りや声かけが必要です。 

○権利擁護のため、成年後見制度の普及啓発が必要です。 

〇国籍や性別、民族・文化の違いを尊重し合い、お互いの理解を深める場を提供する

必要があります。 

○虐待の通報に対して、引き続き関係機関と連携し適切に対応する必要があります。

また、虐待の予防にも取り組む必要があります。 

○災害時の支援について、地震をはじめ、新型コロナウイルス等の感染症や大規模な

風水害などの災害を想定した取組が必要です。 

基本目標４ 多様な主体との協働・連携による施策・活動の推進

●主な取組

〇医療と介護の専門職と連携し、「在宅医療のシンポジウム」を開催することで、在宅

医療の普及啓発を図りました。 

〇同じ地域で育つ子どもの就学時の円滑な移行を図るために「園長校長連絡会」や「ス

タートカリキュラム参観」を実施し、幼稚園・保育園・小学校の連携の推進をしまし

た。 

〇子ども・子育てに関わる市民と関係団体・機関が参加する「子ども・子育てネット

ワーク会議」を開催し、意見交換や情報交換をすることで子育てに係る課題を共有

しました。 

〇こども文化センター・老人いこいの家と連携し、「地域人材の活用」「地域の世代間

の繋がりづくり」「高齢者の生きがいづくり」のための交流事業を実施し、世代を超

えた交流の場になりました。 

●課題

○住み慣れた家で最期まで暮らすための在宅医療・介護について、普及啓発が必要で

す。 

〇地域の福祉課題が複雑かつ多様化することから、より一層の関係機関の連携が必要

とされます。地域の福祉課題の解決に向けて、区民の皆さんの力に加えて地域の企

業や施設、大学との連携や協働が必要となります。 

○今後も社会福祉協議会と連携して事業に取り組むことが必要です。 
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５ アンケート調査結果、振り返り等から見えてきた課題 

●アンケート調査結果、振り返りから見えてきた課題

＜地域のつながりづくりと安全安心な生活＞

少子化や核家族化、ひとり暮らし高齢者の増加といった世帯規模の縮小化とともに、

地域のつながりの希薄化が進んでいます。見守り・声かけ・交流の機会を提供するなど

して、平時でも災害時でも、地域で支え合える関係づくりがますます重要となります。 

＜情報提供、相談支援体制の充実＞

様々な事情から相談窓口やサービスにたどり着けず、支援につながらないケースがあ

ります。必要な時に適切な情報が得られる仕組みや、困りごとを相談しやすい体制を推

進し、さらに誰もがそれらを利用できるようにする必要があります。 

＜新たな担い手となる人材の育成と地域への関心＞

地域活動においてリーダーやまとめ役的な存在は不可欠ですが、その負担が一部の人

たちに集中し、さらに高齢化が進み、担い手が減少してきています。従来からの人材に

加え「自分たちの地域を支える」新しい人材を育て、受け継いでいく必要があります。 

自分のことに加えて地域へも目を向ける、また、地域に関心はあるが活動に結びつい

ていない人が、主体的に地域で活躍できることが必要です。 

＜健康寿命の延伸と地域社会への参加＞

今後の超高齢社会を見据えて、健康づくりの一層の推進を図り、健康寿命を延ばす取

組が必要になります。生きがいを持って心豊かに暮らし、また地域社会へ参加できるこ

とが必要です。 

●令和７（2025）年を見据えた課題

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年以降は、医療や介護の需要がさらに増

加することが見込まれています。そのような中、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制

（地域包括ケアシステム）の構築が求められています。 

また、地域における生活課題は、少子高齢化、家族の縮小化、地域のつながりの希薄化など様々

な要因が重なり複雑になっており、その中で新型コロナウイルス感染症拡大防止や大規模災害に

備えた新しい生活様式による地域社会の在り方が問われています。デジタル化・スマート化など

新たな技術を取り入れた社会を意識しながら、これまで以上に高齢者・障害者・子どもといった
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各分野の取組が地域を基盤に横断的に繋がり、連携して対応できる体制づくりが必要です。 

高津区においてはすべての区民がイキイキと暮らし続けられるように、健康づくりや交流の

場づくりを進めながら、サービスや制度の情報が適切に届くような取組が必要です。各関係機

関等の多様な主体と継続して連携を取り、高齢者・障害者・子どもを含めた全ての地域住民を

対象とした、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進していく必要があります。第6

期地域福祉計画においてもそのような取組を盛り込んだ計画策定を行い、より一層体系立てて

取組を推進していくことが求められています。 
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１ 高津区がめざす地域福祉計画 

（１）理念

「区民がともに支え合い 

安心して暮らせるまち高津の実現」 

～高津区らしい地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 

高齢化や少子化、地域住民相互のつながりの希薄化など、地域や家庭などの場における

支え合いの基盤は弱まっており、その環境は急速に変化しています。 

高津区においても現在は全市平均と比較して老年人口の割合は低いものの、今後急速に

高齢化が進むことが予想されています。また年少人口は毎年少しずつですが減ってきてい

ます。そのような中、子育て世帯やひとり暮らし等高齢者への支え合いなど、地域福祉の

課題は顕在化してきています。人生100年時代を見据えて、健康寿命の延伸を図り、誰も

がより長く元気に活躍できる社会を目指し、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続け

るためには、医療、看護、介護、福祉、生活支援などの多様なケアを提供するための仕組み

（地域包括ケアシステム）を、高津区の特性に合わせながら構築する必要があります。 

高津区ではこれまで第１期から第５期までの地域福祉計画を策定し、地域の皆さんと一

緒に多様な生活課題に取り組んでまいりました。これからも、高津区で安心して暮らし続

けていくためには、多くの地域活動が行われているという特性を伸ばし、声かけや見守り、

ちょっとしたお手伝いなどができる、地域のつながりや支えあいの地域づくりを進めてい

く必要があります。 

高津区地域福祉計画とは、区民がともに支え合い、安心して暮らせるまち高津の実現を

目指し、地域住民と関係団体、行政、事業者等が連携して地域の福祉課題の解決に取り組

む計画です。 
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（２）基本目標

高津区の現状を踏まえ、第６期計画では地域福祉の課題に対して、次のような視点から

取組を進めます。 

人生100年時代を見据えて、健康寿命を延ばし、誰もがより長く元気に活躍するために

は、まず住民一人ひとりが健康でいきいきと生活できなければなりません。また、住民が

自分たちの地域に関心を持ち、地域活動に積極的に参加し、その活動を通じて地域でのつ

ながりを広げていくことは、いきがいをもって暮らし続けることにもつながります。 

基本目標１では区民のみなさんが主役となって地域づくりができるように、一人ひとり

の健康づくり・いきがいづくりや積極的な地域活動を推進します。また、身近な地域での

居場所の創出支援や地区カルテ等地域情報の活用を行い、住民同士がゆるやかにつながり、

居心地の良い地域で暮らすための支援を行います。 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、困ったときに相談できる環境がある

とともに、ニーズに応じた支援を受けられることも必要です。 

基本目標２では、住民が必要な時に適切なサービスやその情報を得られるように、保健・

医療・福祉の制度情報や身近な地域に関する情報をわかりやすく提供するほか、子ども、

高齢者、障害者等の様々な相談支援体制の構築、地域福祉の担い手の養成、生活困窮者へ

の支援に取り組みます。 

日々の暮らしの中では周囲の助けが必要となることがあります。支援が必要な時に必要

な人に適切な支援を行うことができるような仕組みづくりが求められています。また、日

頃の見守り・支え合い活動と緊密に連携しながら災害時の避難支援を進めていく必要があ

ります。 

基本目標３では、地域の見守り、支えあいを推進し、安心して暮らすための適切な支援

が行えるような仕組みづくりを行います。また、災害時の支援体制も充実させます。 

２ 区民ニーズをふまえた福祉サービスの提供 

３ 支援を必要とする人が適切な支援につながる仕組みづくり 

１ 区民が主役の福祉の地域づくり 
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地域包括ケアシステムを構築するためには、区民・事業者・行政が日頃から顔の見える

関係をつくり、地域の課題を共有し、一体となってその解決に取り組んでいくことが必要

です。 

基本目標４では、保健・医療・福祉の分野の連携や、区民・事業者・行政など多様な主体

の協働・連携を推進します。住民主体の地域福祉を推進している高津区社会福祉協議会と

は引き続き連携・協働を強化し、地域福祉活動の充実を図ります。 

４ 多様な主体の協働・連携による施策・活動の推進 
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（３）事業体系一覧表

高津区の現状や生活課題を踏まえ、計画の理念と４つの基本目標のもとに、以下の具体的

取組を進めます。 
計画の

理念

基本

目標
基本方針 対象 具体的な取組名 

掲載

ページ

区
民
が
と
も
に
支
え
合
い

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
高
津
の
実
現

～
高
津
区
ら
し
い
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
め
ざ
し
て
～

１

区
民
が
主
役
の
福
祉
の
地
域
づ
く
り

① 健康づくり・いきが
いづくりの推進 

地域 １ 若年世代からの健康づくりの推進 79

２ 妊婦の食生活改善の取組の推進 79

３ がん検診・特定健診等の普及啓発 80

４ 地域での各種出前講座の開催 80

５ 高津公園体操の推進 80

６ 介護予防活動の推進 80

② 活動・交流の場 
づくりや機会づくり

子ども・子育て ７ 転入者子育て交流会の開催 82

８ 父親の育児参加の促進 82

９ 各種教室における母親同士の交流の促進 82

10 子育て支援講座の開催 83

11 夏休み親子料理教室の開催 83

12 木育推進事業 83

13 高津区子どもフェア等子どものための行事の開催 83

14 親子運動会の開催の支援 84

高齢者 15 シニア世代等を対象とした事業の開催 84

障害者 16 障害者の社会参加に関する学習機会の取組 84

地域 17 こころのバリアフリーの推進 85

18 行事の開催を通じた交流や情報発信 85

19 地域マネジメントの推進 85

③ 地域活動への参加の
促進 

地域 20 認知症カフェやコミュニティサロンへの支援 87

21 町内会・自治会加入促進パンフレットの配布 87

22 区内で地域活動をするグループや団体に関する情
報の提供 

87

23 地域コミュニティ施策推進事業 88

④ 地域福祉活動の 
活性化 

子ども・子育て 24 子育てサロン事業実施への支援 89

25 子育てグループ育成事業・支援事業の実施 89

地域 26 健康づくり活動グループへの支援 89

高齢者 27 地域の介護予防活動やミニデイ等への支援 89

28 老人クラブ、友愛チームによる地域活動への支援 90

29 介護者家族会への支援 90

地域 30 市民活動支援ルームによる活動支援 90

⑤ 区民同士が緩やかに
つながる地域の 
居場所づくりの推進

地域 31 地域の気軽な「まちのひろば」の創出支援 91

32 ソーシャルデザインセンターの創出に向けた取組 91

33 地区カルテ等を活用した地域ごとの情報の集約と
見える化 

91

★重点項目★ 

★重点項目★ 
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計画の

理念

基本

目標
基本方針 対象者 具体的な取組名 

掲載

ページ

区
民
が
と
も
に
支
え
合
い

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
高
津
の
実
現

～
高
津
区
ら
し
い
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
め
ざ
し
て
～

２

区
民
ニ
ー
ズ
を
ふ
ま
え
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

① 情報提供の充実 子ども・子育て 34 子育て情報ガイド「ホッとこそだて・たかつ」
（冊子・ホームページ）による情報発信 

92

35 地域子育て支援事業の充実に向けた情報発信 92

地域 36 地域包括ケアシステムの構築に向けた情報提供 92

37 地域コミュニティ活性化のための情報発信 93

38 区民ニーズに合わせた各種生活情報の提供 93

② 相談支援体制の 
充実 

子ども・子育て 39 乳幼児健康診査等における相談実施 94

40 乳幼児のための各種相談事業の実施 94

41 児童家庭相談の充実 94

高齢者 42 地域包括支援センターでの相談支援 95

障害者 43 障害者相談支援センターでの相談支援 95

地域 44 一般精神保健相談・老人精神保健相談の実施 95

45 市民の衛生的な住環境の相談・支援 95

③ 地域福祉の担い手の
養成 

子ども・子育て 46 こんにちは赤ちゃん訪問員の養成と活動支援 96

47 すくすく子育てボランティアの養成と活動支援 96

地域 48 健康づくり推進ボランティアの養成と活動支援 96

49 食生活改善推進員の養成と活動支援 97

50 認知症に関する各種講座の開催 97

④ 生活困窮者への 
支援の推進 

子ども・子育て
51 学習支援・居場所づくり事業 98

３

支
援
を
必
要
と
す
る
人
が
適
切
な
支
援
に

つ
な
が
る
仕
組
み
づ
く
り

① 地域の見守り、 
支え合いの推進 

地域 52 見守りのネットワークの推進 99

高齢者 53 徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業の推進 99

54 ひとり暮らし等高齢者見守り事業の推進 99

② 安心して暮らす 
ための支援 

地域 55 成年後見制度への対応の実施 100

防災・安全 56 放置自転車への対策の実施 100

57 高津安全・安心まちづくり支援事業の実施 101

地域 58 多文化共生の推進 101

③ 虐待への適切な 
対応の推進 

子ども・子育て 59 高津区要保護児童対策地域協議会を通した取組
の推進 

101

地域 60 虐待相談支援の実施 101

④ 災害時の支援体制の
充実 

防災・安全 61 自主防災組織への支援 102

62 要援護者対策に向けた町内会・自治会、自主防
災組織、民生委員児童委員との連携強化 

102

★重点項目★ 
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計画の

理念 

基本

目標
基本方針 対象者 具体的な取組名 

掲載

ページ

区
民
が
と
も
に
支
え
合
い

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
高
津
の
実
現

～
高
津
区
ら
し
い
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
め
ざ
し
て
～

４

多
様
な
主
体
の
協
働
・
連
携
に
よ
る
施
策
・
活
動
の
推
進

① 保健・医療・福祉の
連携 

地域 63 高津区在宅療養推進協議会との連携 103

64 在宅医療の普及・啓発 103

② 区民・事業者・ 
行政の協働・連携

地域 65 地域包括ケアシステム構築に向けたネットワーク
会議の開催 

104

子ども・子育て 66 高津区児童委員活動強化推進委員会との連携 104

67 学校と民生委員児童委員との各種情報交換への
支援 

104

68 学校との連携による健康づくりの推進 104

69 幼稚園・保育園・小学校の連携の推進 105

70 公立保育所を拠点とした連携の推進（地域の子
ども・子育て支援事業、民間保育所との連携・
交流、人材育成） 

105

71 保育所等地域連絡会の実施 105

72 地域の大学と連携した保育学生の育成 105

73 高津区子ども・子育てネットワーク会議等の開
催 

106

障害者 74 地域自立支援協議会の開催 106

③ 社会福祉協議会
との協働・連携 

地域 75 自助・互助の促進に向けた地域福祉活動の支援 107

76 多世代交流の推進 107

障害者 77 障害についての各種講座の開催 107
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２ 第６期計画における重点項目 

第6期の重点項目では、「健康づくり・いきがいづくりの推進」と「活動・交流の場づくり

や機会づくり」は、第５期から引き続き重点項目として取組を進めます。さらに第６期では、

区民が主体の地域福祉活動を推進するには「区民にまず知ってもらうこと」が重要ととらえ、

課題としました。この取組を推進するため、「情報提供の充実」を新たな重点目標と定めまし

た。 

重点項目１ 健康づくり・いきがいづくりの推進 

区内の高齢化率は全市平均に比較して低い状況ですが、高齢者人口は年々増加傾向に

あり、介護や医療サービスを必要とする高齢者の増加も見込まれています。健康寿命を

延ばし、社会参加等を通じてつながりや健康を維持し、自分らしくいきがいのある人生

を送れるような取組が求められています。

若年世代からの健康づくりやがん検診・特定健診等の普及啓発、各種出前講座の開催

などに取り組み、区民の皆さんの健康づくり・いきがいづくりを推進していきます。 

重点項目２ 活動・交流の場づくりや機会づくり 

少子高齢化や核家族化、ひとり暮らし高齢者の増加など世帯規模の縮小化が進み、近

所づきあいが少なくなっている中、子育て世代や高齢者が地域で孤立する課題がありま

す。人と人とのつながりや、お互いが助け合い、支え合いながら暮らしていくコミュニ

ティづくり求められています。 

シニアの社会参加の支援、母親同士の交流促進や父親の育児参加の促進などに取り組

み、活動・交流の場づくりや機会づくりを進めます。 

重点項目３ 情報提供の充実 

何らかの支援が必要になったときに、適切なサービス情報を得られることは不可欠で

す。そのため、保健・医療・福祉の制度情報や相談機関に関する情報をわかりやすく提供

することが求められています。また、自分の住む地域の情報を知り、地域に関心を持つ

ことは、主体的な地域活動やボランティア活動につながるきっかけとなります。 

保健福祉サービスに関する情報の提供や地域包括ケアシステムの構築に向けた情報提

供の取組を推進していきます。
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ボランティアをしてみたいけど……という方におすすめしたいのが、この「チャレボラ」

です。区民が主役のまちづくりへの第一歩、「きっかけ」づくりから始めてみませんか。 

高津区内で行われている①自助（健康づくり）・互助（助け合い）の取組や②地域活動を知りたい場合は… 

①映像集「つながり ひろがれ 高津」         ②「高津区地域資源マップ」 

https://youtu.be/gqcvxDaNC3E           http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?p=1 

川崎市チャンネル 検索 ガイドマップかわさき 検索
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３ 具体的な取組 

基本目標１ 区民が主役の福祉の地域づくり

健康づくりについて学んだり、健康づくりの活動に参加したりすることのできる機会を提供

します。活動への参加は健康増進だけでなく、いきがいづくりにもつながります。 

人生100年時代の新しい健康生活習慣を始めてみませんか？ 

ある海外の研究では、2007年に日本で生まれた子どもの半数が107歳より長く生

きると推計されており、日本は健康寿命が世界一の長寿社会を迎えています。人生100

年時代に、高津区でも高齢者から若者まで、全ての区民に活躍の場があり、全ての人

が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくることが重

要な課題となっています。 

東京都健康長寿医療センターの調査では趣味やボランティア活動がある高齢者ほど

要介護の認定率や認知症発症率が低くなることが分かっています。社会性を維持する

ことで、心理状態、身体活動の機能低下を防ぎ、虚弱化を予防することができます。 

自分のため・地域のために、気軽に始められることから仲間づくり、居場所づくり

を始めてみませんか？地域のボランティア活動や社会参加を通じ、人生100年時代を

健康にイキイキと暮らしていきましょう。

２ 妊婦の食生活改善の取組の推進

地域

 食生活改善推進員と協働して「マタニティ料理教室」を

実施し、妊娠期の望ましい食生活についての体験学習を通

して家族全体の健康づくりを支援します。 

【所管部署：地域支援課】

１ 若年世代からの健康づくりの推進 

地域 

 たばこ対策事業、妊娠・出産・産後の健康相談、女性の
健康相談、スマイル歯みがき教室等により、若い世代から
の健康づくりを支援します。 

【所管部署：地域支援課】

基本方針① 健康づくり・いきがいづくりの推進 

★重点項目★
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※フレイルとは、健常から要介護へ

移行する中間の段階と言われています。

具体的には、加齢に伴い筋力が衰え、疲

れやすくなり家に閉じこもりがちにな

るなど、年齢を重ねたことで生じやす

い衰え全般を指しています。

４ 地域での各種出前講座の開催 

地域 

 健康づくりや介護予防、子育てなどに関する講座

を、保健師、栄養士、歯科衛生士等が地域に出向いて

行います。 

【所管部署：地域支援課】 

３ がん検診・特定健診等の普及啓発 

地域

 各種イベントにおいて、ポスター・パネル・リーフレット・

乳がん触診モデル等を用いて、がん検診や特定健診等の普及

啓発を行います。 

【所管部署：地域支援課】

６ 介護予防活動の推進 

地域

 男性や中高年を対象とした料理教室を食生活改善推進員

と協働で実施し、高齢者が心身ともに健康な生活を送ること

ができるよう、講義や実習を通して食生活の改善や仲間づく

りを支援します。 

 また、いこい元気広場や各種講座等の一般介護予防事業を

実施し、フレイル（※）を予防するとともに、心身共に健康

長寿に向けた活動を支援します。 

【所管部署：地域支援課】

５ 高津公園体操の推進

地域

 健康づくり、介護予防、コミュニティづくりのための「高

津公園体操」を、町内会・自治会、民生委員児童委員、ヘ

ルスパートナー高津、地域包括支援センター等と連携し

て、活動の立ち上げや継続を支援するとともに、見守り活

動や多世代交流の場として地域への広がりを推進します。

【所管部署：地域支援課】
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いきいき元気 出前講座 

毎日楽しくいきいきと元気に暮らしたい。どうすればそうできるの？ 

「みんなで子育て」・「おいしいごはん」・「体の健康はお口から」・「がんの予防や検

診」・「介護予防」等の講話を、区役所地域みまもり支援センターの専門職（保健師、管

理栄養士、歯科衛生士等）が、区民の皆様の身近な場所に伺って行います。 

この講座をきっかけに、地域の皆さんで健康づくりをはじめてみませんか？ 

がん予防や検診の講座では、乳房モデルを使って乳がんがいくつあるのか確認した

り自己触診法を学んだり、認知症予防では脳トレのクイズや指の体操を行い、笑いの

中で健康づくりをしています。 

５名以上集まりましたら、お気軽にご相談ください。 

問合せ：地域支援課 

電話 861-3315 

FAX 861-3307 
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核家族化が進み、またご近所づきあいが少なくなっている中、子育て世代や高齢者等の地域

での孤立という問題が生じています。誰もが気軽に集い、交流できる場づくりや機会づくりを

推進します。 

８ 父親の育児参加の促進

子ども・子育て

 父親が妊娠、出産、育児について学び、育児の仲間づく

りができるよう、「両親学級」や「お父さんとあそぼう」、

「男性の子育て支援講座」を開催します。就園児の増加に

伴い、交流の場・遊びの場として、土曜日の施設利用の促

進も実施します。 

【所管部署：保育所等・地域連携、地域ケア推進課、

地域支援課】

７ 転入者子育て交流会の開催 

子ども・子育て

 子育て世代の転入が多い中、慣れない土地での子育て

への不安感や孤立感を解消するため、地域の子育て関係

機関と連携し、地域の子育て情報や参加者同士が交流で

きる場を提供します。 

【所管部署：保育所等・地域連携】

→関連コラム 86 ページ 

９ 各種教室における母親同士の交流の促進 

子ども・子育て

 両親学級、双子の育児交流会、未熟児育児交流会、フリースペース事業

等により、育児の不安を軽減できるよう母親同士の交流を推進します。

また、主任児童委員、民生委員児童委員、公立保育所等の協力により、地

域の子育て中の母親の仲間づくりを推進します。 

【所管部署：地域支援課、生涯学習支援課、保育所等・地域連携】

基本方針② 活動・交流の場づくりや機会づくり 

★重点項目★
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11 夏休み親子料理教室の開催

子ども・子育て

 食生活改善推進員と協働して「夏休みわくわくクッ

キング」を開催し、小学生と保護者への食育を進め、親

子のふれあいの機会を提供します。 

【所管部署：地域支援課】

10 子育て支援講座の開催 

子ども・子育て 

 親子や子育て支援のボランティアを対象に、子育ての

課題について学ぶ研修会等を実施します。また、子育て

に関する家庭・地域の課題を学習するため「家庭・地域

教育学級」を開催し、親として、市民としての学びを支

援します。 

【所管部署：生涯学習支援課、保育所等・地域連携、 

地域ケア推進課】 

12 木育推進事業 

子ども・子育て

 「もくもくパーク」として単独事業ではなく、既存

の事業と統合し、木のぬくもりや感触を楽しむ体験

保育を通し、交流促進や木材に親しみ文化への理解

を深め「木育」を推進します。あわせて、地域支援者

の実践の場としても活用し、貸出し遊具事業ととも

に木育を推進します。 

【所管部署：保育所等・地域連携】

13 高津区子どもフェア等子どものための行事の開催

子ども・子育て

 多子どもたちに自然に恵まれた多摩川で、多くの仲間たち

と遊びや創作活動を通じて河川愛護、自然環境を守る大切さ

を理解させるとともに、仲間づくりや子ども同士の触れ合い

のなかで子どもの健全育成を図ります。 

【所管部署：地域振興課】
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15 シニア世代等を対象とした事業の開催

高齢者

 「シニアの社会参加支援事業」を開催し、地域活動

への参加や地域との関わり方、地域の課題解決につ

いて学習する機会を提供し、シニア世代が地域社会

で様々な活動に参加できるよう支援するほか、「おは

よう！歌の広場」を開催し、歌を通して交流が図れ

る場を提供します。 
【所管部署：生涯学習支援課】

14 親子運動会の開催の支援 

子ども・子育て 

 高津・橘地区でそれぞれ町会対抗競技や自由参加

種目などに多くの区民が参加する「親子運動会」の

開催を支援し、スポーツを通じて健康な心身の育成

と地域の交流の輪を広げ、地域コミュニティの形成

を図ります。 

【所管部署：地域振興課、橘出張所】 

16 障害者の社会参加に関する学習機会の取組 

障害者

 市民ボランティアと協働で、施設等の見学・料理・スポー

ツ等、地域での体験活動や交流等の学習機会を提供するこ

とを通して、障害のある人の社会参加促進を図るとともに、

ノーマライゼーションの理念に基づき、共に生きる地域社

会の実現をめざします。 

【所管部署：生涯学習支援課】
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17 こころのバリアフリーの推進 

地域

 障害に関する理解や関心を深めるために、障害者等が地域の

中で様々な人と交流できる機会を作ります。 

【所管部署：高齢・障害課、地域支援課、地域ケア推進課】

19 地域マネジメントの推進 

地域

 地域の実態把握・課題分析のために、地区カルテの作成や社会福

祉協議会と連携した地域福祉懇談会の開催を行います。そして把握

した課題の解決に向けて、活動・交流の場づくりを推進します。ま

た、集合住宅居住者同士や周辺地域との良好な関係が築かれ、課題

解決に向けた取組が行われるよう支援します。 

【所管部署：地域ケア推進課、地域支援課】

18 行事の開催を通じた交流や情報発信

地域

 子どもと楽しく過ごしながら、子育てに関する情

報が得られる「子ども・子育てフェスタ」、子どもや

高齢者、障害者を含む区民が交流を深め、健康や福

祉について共に考える場である「たかつ区健康福祉

まつり」、区内の市民活動団体が各団体の紹介や交流

を図る「どんなもんじゃ祭り」等を開催し、地域の

交流や情報発信を行います。 

【所管部署：保育所等・地域連携、地域振興課、

地域ケア推進課】
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ホッとこそだてｉｎたかつ 

高津区は子育て世代の転入者が多いため、少

しでも子育ての不安や孤独感を軽減して、地域

での子育てを楽しんでもらえるよう、0歳から3

歳未満の転入者親子を対象に交流会を実施して

います。『きっとみつかるよ。楽しい仲間』を合

言葉に、地域での子育てを支える支援者の方々

から地域の情報を聞いたり、子育て中の保護者

同士の交流を行ったりしながら、顔と顔の見え

る関係づくりを行い、少しホッとできる楽しい

ひとときを過ごしています。会を進めるうちに、

子育てを支える地域の温かさを感じ、参加者全

員が笑顔になり和やかな雰囲気になります。 

高津区で安心して子育てをしていただける「はじめの一歩」として、今後も地域と

の橋渡しを実施していきたいと考えています。 

地域で安心して暮らしていくために 
～障害者相談支援センターの取組み～ 

区内に４か所ある障害者相談支援センターは、川崎市の委託を受けた法人が設置運

営する公的な相談機関です。障害のある方やそのご家族、地域にお住いの方など、ど

なたでも、どんなことでも相談でき一緒に考えます。複雑で複合的な問題を抱えてい

る世帯や8050問題等の相談は近年増加傾向にあり、あらゆる相談に対応するため、

「地域包括支援センター」との連携強化に向け地区担当制となりました。 

また、あらゆる相談への対応、支援の向上等を目的として月１回開催しているグルー

プスーパービジョンは、区内４カ所の相談支援センターや専門機関が参加し、専門職

としてのスキルアップやお互いの支援の振り返り、人材育成が行われています。 

障害のある方とそのご家族の身近な相談窓口である障害者相談支援センターへお気

軽にご相談ください。 
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地域活動への参加を通じて、必要な情報を得たり、仲間づくりができたりします。最初の一

歩を踏み出すきっかけを提供し、地域活動への参加を促進します。 

21 町内会・自治会加入促進パンフレットの配布

地域

 自分の住む地域の町内会・自治会を知ってもらい、１人でも

多くの人が加入し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推

進するため、転入者等へ「町内会・自治会加入促進パンフレッ

ト」を配布します。また、転入の多い時期に町内会・自治会相

談コーナーの開設を支援します。 

【所管部署：地域振興課】

20 認知症カフェやコミュニティサロンへの支援 

地域 

 認知症カフェやコミュニティサロンについての情報

を発信し、地域住民の活動への参加を促進します。また、

若年性認知症も視野に入れ、新たなカフェやサロンの立

ち上げを支援します。 

【所管部署：地域支援課】 

22 区内で地域活動をするグループや団体に関する情報の提供 

地域

 地域活動団体へのヒアリング等を通じて把握した地域資源情報を、区

ホームページや冊子にて提供します。また、まちづくり協議会の活動支援

や「どんなもんじゃ祭り」の開催を通じて団体間の交流を図り、区内の市

民活動・まちづくり活動の活性化を支援します。 

【所管部署：地域振興課、地域ケア推進課】

高津区地域資源マップ 

http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?p=1 

ガイドマップかわさき 検索 

基本方針③ 地域活動への参加の促進 
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町内会・自治会活動に参加してみませんか。 

いざという時に備えて、日頃の地域の連帯、親睦は大変重

要です。町内会・自治会はお祭りやスポーツなどのイベント

や防災訓練、防犯パトロール、美化活動など、さまざまな行

事や活動を通して地域の絆を強め、安心して暮ら

せるまちづくりを進めています。安全、安心、楽

しいまちづくりに向けて、町内会・自治会の活動

に参加してみませんか。 

高津区役所や橘出張所で配布している冊子「高

津区を支える人たち。～高津区町内会・自治会ず

かん～」では町内会・自治会活動を担ってくだ

さっている方々を日々の活動風景とともに紹介

していますので、ぜひご覧ください。 

※冊子は高津区役所、橘出張所、高津区社会福祉協議会などで配布中です。 

23 地域コミュニティ施策推進事業 

地域

 地域コミュニティの核である町内会・自治会における人材育成や

組織の活性化、新規加入者増大のための取組を行います。 

【所管部署：地域振興課】

絶賛！配布中 
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地域福祉活動が今後も活動を維持、拡大することができるよう、活動の情報発信や運営への

支援を行います。 

25 子育てグループ育成事業・支援事業の実施

子ども・子育て 

 子育てグループの活動の活性化と継続のため、保健師

等による健康教育・相談、区内の子育てグループの交流

や活動紹介のイベント、ホームページやチラシによる広

報等、活動の支援を行います。 

【所管部署：地域支援課、保育所等・地域連携、

地域ケア推進課】

24 子育てサロン事業実施への支援 

子ども・子育て

 母親の仲間づくりやくつろぎのスペースであり、子

どもが楽しく遊べる場である、ふれあい子育てサロン

「きらり」「うめの里」（主催：高津区民生委員児童委員

協議会）を支援します。また、サロン立ち上げの相談や

支援を行います。 

【所管部署：地域支援課、生涯学習支援課、

保育所等・地域連携】

26 健康づくり活動グループへの支援 

地域

 健康づくり活動グループの活性化や継続のため、運営についての相
談や活動の情報発信を行います。 

【所管部署：地域支援課】

27 地域の介護予防活動やミニデイ等への支援 

高齢者

 地域で開催されているミニデイケアや会食会等に保

健師等が出向き、健康講話の実施や運営の相談等の支援

を行います。 

【所管部署：地域支援課】

基本方針④ 地域福祉活動の活性化 
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“つながり ひろがれ 高津”マンションつながり支援事業 
すべての人が住み慣れた地域で自分らし

く生き生きと生活していくために、高津区

では居住者同士のつながりや地域との良好

な関係づくりを進めています。 

マンション住民同士のつながりづくりや

住みやすさの向上に効果的な取組事例を紹

介するリーフレット「たかつマンションぐ

らし」を発行しています。他に、ご近所と

のつながりづくりや管理組合の運営方法、

建物管理のコツとヒント等をテーマにしたミニ講演会の開催、マンション居住者同士

で気軽に情報交換等を行う交流会「また、会いましょう会」を開催しています。ぜひ、

お気軽にご参加をお待ちしています。 

28 老人クラブ、友愛チームによる地域活動への支援

高齢者

 老人クラブや友愛チームの活動について、運営の助言や支援を

行います。 

【所管部署：高齢・障害課】

29 介護者家族会への支援 

高齢者

 介護者家族向けの講座等を開催するとともに、区内の介護者

家族会の情報を発信し活動を支援します。 

【所管部署：地域支援課】

30 市民活動支援ルームによる活動支援 

地域

 区役所や出張所等の「市民活動支援ルーム」では区内の

市民活動団体向けに会議室などの場を提供し、市民活動拠

点として、市民活動を支援するとともに、市民活動団体同

士をつなぎ、交流・協働を促進します。 

【所管部署：地域振興課】
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人と人の多様なつながりの機会は、地域における互助の土壌となる「顔の見える関係づくり」

や、「日頃から地域で助け合う関係づくり」につながります。誰もが気軽に集える場所が地域に

あふれていくように、支援を行います。 

33 地区カルテ等を活用した地域ごとの情報の集約と見える化 

地域

 区の公開する地区カルテ等を活用することで、行政と区民が、地域の
身近な単位における資源や課題を共有しやすい環境づくりを行うことに
より、地域への関心を高め地域の活力を引き出すとともに、地域活動へ
の参加を促進し、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組にもつなげ
ていきます。 

【所管部署：企画課】

31 地域の気軽な居場所「まちのひろば」の創出支援 

地域

 身近な地域において、人と人の気軽なつながりの場（本市で

は「まちのひろば」と呼んでいます。）をつくりたいと考える区

民の思いの実現に向けて、様々な地域資源とのマッチングや、

区民のアイデアを地域課題の解決につなげる「市民提案型協働

事業」の運用などにより、つながりづくりの取組や場づくりの

活動を支援し、「まちのひろば」の創出を推進します。 

【所管部署：企画課】

32 ソーシャルデザインセンターの創出に向けた取組

地域

 区内の多様な主体、地域資源、活動をつなぐコーディネート

機能、プロデュース機能を有し、地域に新しい活動や価値を生

み出す基盤（プラットフォーム）として「ソーシャルデザイン

センター」を創出するため、区民と対話しながら具体化に向け

た検討を進めます。 

【所管部署：企画課】

基本方針⑤ 区民同士が緩やかにつながる地域の居場所づくりの推進 



第２章  高津区の地域福祉推進の取組 

92

基本目標２ 区民ニーズをふまえた福祉サービスの提供

必要な人に必要な情報が的確に届くように、様々な機会や媒体を通して、情報提供を充実

させます。 

36 地域包括ケアシステムの構築に向けた情報提供

地域

 市政だより等を活用し、区内で行われている自助や互助の
活動やまちのひろば（気軽な居場所）を紹介するなど、地域
包括ケアシステムの構築に向けた情報提供の充実を図りま
す。また、地域で行われている福祉活動についてリレー形式
でホームページで紹介する「たかつハートリレー」を実施す
るほか、地域包括ケアシステム講演会・報告会を開催し、地
域活動の活性化を図ります。 

【所管部署：地域ケア推進課、企画課】

34 子育て情報ガイド「ホッとこそだて・たかつ」 

（冊子・ホームページ）による情報発信 

子ども・子育て

 子育てに関する情報を掲載した「ホッとこそだて・たかつ」
の冊子を発行するほか、ホームページでは随時情報の更新を
行い、子育てに関する情報をタイムリーに提供します。 

【所管部署：地域ケア推進課、保育所等・地域連携】

35 地域子育て支援事業の充実に向けた情報発信

子ども・子育て

 区内保育施設の紹介及び地域支援事業について掲載する冊
子を発行するほか、情報をタイムリーに提供できるよう毎月の
おたよりや事業のチラシを発行します。また、子育て親子の交
流・相談の場として地域子育て支援センターのリーフレットを
発行し利用の拡大を図ります。 

【所管部署：保育所等・地域連携】

基本方針① 情報提供の充実 

★重点項目★
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区民の皆さまの思いが地域を変える！～市民提案型協働事業～ 

高津区では、地域の身近な課題の解決を図るため「市

民提案型協働事業」制度を運用しています。名前はとて

も堅苦しいですが、一言でいえば、区民の皆さまからの

提案を、区と提案者（団体）との協働事業により実現す

るものです。これまでの事例では、「子どもが自由に遊べ

る場所をつくりたい！」という思いが、地域の「居場所」

づくりにつながったことも。 

令和元年度の募集からは、実績に関係なく、３人以上

の団体が応募できるトライアルコースを設けています。

まずは、お気軽にご相談ください。 

問合せ：企画課 

電話 861-3131 

           FAX 861-3103 

38 区民ニーズに合わせた各種生活情報の提供

地域

 みまもり支援センターの専門職（保健師、管理栄養士、歯科
衛生士等）が、子育て・食事・介護予防等様々な情報を提供し
ます。区役所の窓口の面談に限らず、区民の皆様の身近な場所
で出前講座も行います。 

【所管部署：地域支援課】

37 地域コミュニティ活性化のための情報発信

地域

 高津区公園マップの配布を通し、高齢の方だけでなく、子
どもや若い世代の多世代交流の場の情報を提供します。高津
公園体操を健康づくり・見守り活動につながる場にしていき
ます。 

【所管部署：地域支援課】
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一人ひとりの困りごとを見逃さず、必要な情報を提供したり、サービスに繋げることがで

きるよう、気軽に相談できる体制の充実を図ります。 

40 乳幼児のための各種相談事業の実施

子ども・子育て

 乳幼児を持つ親が安心して子育てできるように、育児相

談、発達に関する相談、虐待予防事業・相談、アレルギー相

談、離乳食や幼児食の教室、体験保育、親子でランチ、子育

て相談などの各種相談事業を実施し、支援体制を充実しま

す。ほかにも「電話・メールで、子育て何でも聞いてみよ

う！」事業を実施し、社会変化に対応した在宅での相談にも

応じます。 

【所管部署：地域支援課、保育所等・地域連携】

41 児童家庭相談の充実 

子ども・子育て

 養護相談（虐待相談含む）、障害相談、非行相談等、０歳か

ら 18 歳の子どもに関する問題について、家庭その他からの

相談に応じ子どもの福祉を図るとともに権利を擁護します。

また、保育園の入所にかかる相談に応じ、保育所入所への支援

を行います。 
【所管部署：地域支援課、児童家庭課】

39 乳幼児健康診査等における相談実施 

子ども・子育て

 乳幼児健康診査等において、子どもの健全な成長・発

達を確認し、疾病・異常の早期発見・対応を行います。

また、家庭環境を把握した上で保護者の育児不安を受

け止め、孤立することなく、安心して育児が行えるよう

支援を行います。 

【所管部署：地域支援課】

基本方針② 相談支援体制の充実 
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43 障害者相談支援センターでの相談支援

障害者

 障害者相談支援センターとの連携により、障害を持つ方が安心

して暮らせるよう相談を受け、問題解決に向けて支援します。 

【所管部署：高齢・障害課】

→障害者相談支援センター一覧：29ページ 

42 地域包括支援センターでの相談支援 

地域

 地域包括支援センター連絡会議を開催し、地域包括支援

センターと区役所の情報を共有し、連携を深めます。地域ケ

ア会議等で、地域包括支援センター、住民、関係機関と連携

し、地域の課題解決に向けての検討を行います。また、地域

包括支援センターで受けた介護・健康・福祉の相談に対し、

連携して支援を行います。 

【所管部署：高齢・障害課】

→地域包括支援センター一覧：29ページ 

44 一般精神保健相談・老人精神保健相談の実施 

地域

 精神疾患を持つ当事者や家族に対して、精神科医が相談に

よる支援を行います。 

【所管部署：高齢・障害課】

45 市民の衛生的な住環境の相談・支援 

地域

 ねずみや衛生害虫、ペットなどの住環境の問題について相談を

受け、安全で快適な暮らしを支援します。また、両親学級や各種

講習会等を通じて、感染症予防や食中毒予防、衛生的な住環境の

確保について啓発を行い、健康な暮らしを支援します。 

【所管部署：衛生課】
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地域福祉の活動を活発化していくために、地域の人が抱える困りごとや悩みの相談を受け

たり、活動への新たな参加を促したりすることのできる人材を養成します。 

47 すくすく子育てボランティアの養成と活動支援

子ども・子育て

 乳幼児健康診査や子育て関連の教室等において、子

どもが安全に、また保護者が安心して参加できるよう

に保育や見守りをするボランティアを養成します。 

【所管部署：地域支援課】

48 健康づくり推進ボランティアの養成と活動支援 

地域

 健康づくりボランティアの養成を行い、活動の場を共に

考え継続していけるよう活動を支援します。 

【所管部署：地域支援課】

46 こんにちは赤ちゃん訪問員の養成と活動支援 

子ども・子育て 

 子育て家庭と地域とのつながりをつくるための「こん

にちは赤ちゃん訪問員」を養成し、子育て支援情報を届

け、安心して子育てできるよう支援します。 
【所管部署：地域支援課】 

基本方針③ 地域福祉の担い手の養成 
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食の力で地域を元気に！～食生活改善推進員の活動～ 

食生活改善推進員は、食生活を中心とした健康

づくりについて学びながら、それをお隣さんや地

域へ広げるボランティアです。高津区には約90

名の会員がおり、「私たちの健康は私たちの手で」

をスローガンに、皆が健康に暮らせるまちをめざ

して、子どもから高齢者まで全ての世代を対象

に、マタニティ料理教室や親子わくわくクッキン

グ、男性料理教室などのいろいろな料理教室や食

育キャンペーンなどのイベントでの食育を行って

います。 

毎年、区役所にて食生活改善推進員の養成教室を開催しています。ぜひ一緒に活動

を始めてみませんか。ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。 

問合せ：地域支援課 

電話 861-3259 

           FAX 861-3307

49 食生活改善推進員の養成と活動支援

地域

 食生活を中心とした健康づくりを地域で広める

ために、食生活改善推進員の養成を行うほか、その活

動を支援します。 

【所管部署：地域支援課】

50 認知症に関する各種講座の開催 

地域

 認知症についての理解を深めるため、認知症サポーター養成

講座等を開催します。 

【所管部署：地域支援課】
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『認知症サポーター養成講座』開催します 

認知症サポーターとは、認知症の方々を地域で

支える人たちのことです。認知症とその予備軍の

方は、全国でおよそ900万人以上と言われていま

す。 

高津区内では、これまでに1万人を超える認知症

サポーターが誕生しました。約１時間半の講座を

受講していただければ、どなたでも認知症サポー

ターになることができます。 

サポーターになったからといって特別なことを

するわけではありません。認知症を正しく理解し、

温かい目で見守るのが認知症サポーターです。 

地域みまもり支援センターでは、認知症サポーター養成講座を小・中学生、一般企

業、地域の方向けに開催しています。どうぞお気軽にご相談ください。 

問合せ：地域支援課 電話 861-3259 

           FAX 861-3307 

経済的に困窮している世帯の生活課題に、関係機関と連携して取り組みます。 

受講者には認知症サポーターの証しである 

オレンジ・リングをお渡ししています 

51 学習支援・居場所づくり事業 

子ども・子育て

 生活保護を受けている世帯の小学５・６年生及び中学生を対象に個別学

習支援を行い、生徒の高校進学率向上を図り、「貧困の連鎖」に歯止めをか

けることを目指すとともに、子どもの居場所づくりを行います。 

【所管部署：保護課】

基本方針④ 生活困窮者への支援の推進 



 高津区の地域福祉推進の取組  第２章 

99

基本目標３ 支援を必要とする人が適切な支援につながる仕組みづくり

誰もが安心して暮らし続けることができるよう、地域全体でさりげなく見守り、必要な時

にはできる範囲で支え合う体制づくりを推進します。 

53 徘徊高齢者 SOS ネットワーク事業の推進

高齢者

 徘徊の恐れのある認知症高齢者を事前に登録することによ

り、徘徊時に速やかに発見するための緊急連絡体制を関係機

関と連携して構築します。また、近隣の市区町村と連携を図

り、高齢者の安全を確保し家族への支援を行います。 

【所管部署：高齢・障害課】

52 見守りのネットワークの推進 

地域

 民生委員児童委員、町内会・自治会、老人クラブといっ

た地域団体や民間事業者、地域包括支援センターと連携

し、支援が必要な方を適切な支援につなげられるよう、地

域での見守りのネットワークづくりを推進し、地域で新た

な見守り活動を立ち上げる際は必要な支援を行います。 

 また、地域住民と接することの多い民間事業者と連携

し、新聞や郵便物がたまっている等、日常業務の中で住民

の異変に気付いた場合に区役所へ連絡をもらう見守り活

動を実施します。 

【所管部署：地域支援課、高齢・障害課、

地域ケア推進課】お花見会食会の様子 

54 ひとり暮らし等高齢者見守り事業の推進 

高齢者

 75 歳以上のひとり暮らし高齢者と高齢者のみの世帯に

生活状況の聞き取り調査を行い、見守りが必要な高齢者を

把握します。また、見守りの対象者には民生委員等が定期

的な安否確認を行います。 

【所管部署：高齢・障害課】

基本方針① 地域の見守り、支え合いの推進
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地域の身近な相談相手「民生委員児童委員」 

民生委員児童委員は、地域の身近な相談相手とし

て、介護の悩み、妊娠や子育ての不安、生活上の心

配ごとなど、様々な相談に応じています。 

また、社会福祉の制度やサービスの情報を提供

し、関係機関と連携しながら行政と区民とのパイプ

の役割を果たしています。 

その身分は民生委員法に基づいて厚生労働大臣

から委嘱された非常勤の地方公務員で、地域福祉計

画に掲載されている多くの取組は、民生委員児童委

員の協力を得て行われています。 

人口増により設置基準を超える世帯数となった地区が多く、委員の負担軽減のため、

令和元年の一斉改選の際に区内で５地区を新設しましたが、欠員地区が生じており、

中規模・大規模マンションを中心に制度の普及啓発を行い、まずは候補者推薦のため

の地区世話人会への参加、あるいは設置が課題となっています。 

誰もが安全に安心して暮らすことができるよう、生活課題に応える情報やサービスの提供

を行います。 

55 成年後見制度への対応の実施 

地域

 成年後見制度の利用が必要な方へ、丁寧な制度説明と、

行政による申立が必要な方への適切な対応を行います。

【所管部署：高齢・障害課】

56 放置自転車への対策の実施

防災・安全

 安全に通行できるように、区内の主要鉄道駅において、

放置自転車等の啓発・撤去作業等を行います。また、駐輪

場への誘導・案内も行い、放置自転車等の軽減に努めます。

【所管部署：道路公園センター】

赤い羽根共同募金の街頭活動

基本方針② 安心して暮らすための支援 
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高齢者虐待、児童虐待、障害者虐待の予防、早期発見、早期対応を図るため、関係機関との

連携など体制の充実を図ります。 

59 高津区要保護児童対策地域協議会を通した取組の推進 

子ども・子育て

 虐待など支援が必要な児童等の早期発見や適切な保護について、情

報や考え方を児童相談所等と共有し、関係機関の連携及び協働を推進

します。 

【所管部署：地域支援課】

60 虐待相談支援の実施

地域

 子ども、高齢者、障害者等への虐待に関する相談窓口の普及啓

発と、通報に対する適切な対応を関係機関と連携して実施すると

ともに、虐待の防止にも取り組みます。 

【所管部署：地域支援課、高齢・障害課】

58 多文化共生の推進 

地域

 外国人市民と多様な体験活動を共有することで相互理

解を図り、支え合いながら共に暮らす地域づくりを推進す

るため、多文化防災訓練、料理文化講習、子育て交流広場

等を開催します。 

【所管部署：生涯学習支援課】

地域巡り 

57 高津安全・安心まちづくり支援事業の実施 

防災・安全

 犯罪を未然に防止し、安全で安心な高津区を築くことを目

的に、区内各地で広報・啓発活動を行い、防犯パトロール隊の

拡充、住民の防犯意識の向上を図ります。また、区内での犯罪

情報をホームページに掲載するほか、防災や交通安全と連携

した啓発事業の実施など、区民向けの防犯啓発の強化を図り

ます。 

【所管部署：危機管理担当】

基本方針③ 虐待への適切な対応の推進 
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災害発生時に安否確認や避難支援ができるよう、地域で支え合う体制の充実を図ります。 

災害を迎え撃つまちづくり 

自主防災組織は本来、大規模地震を想定した組織で

した。しかし、近年は様々な災害が発生し、地域の防

災力という観点からも今後さらにその役割は幅広く

重要になっていきます。 

「災害時に、誰かが助けてくれるだろう」ではなく、

自分の命は自分で守る、自分の街は地域の皆と守る、

といった防災意識を持つことと共に、日頃から顔見知

りを増やすことが、とても大切です。 

個々の小さな力より、地域住民が団結した大きな力、それが自主防災組織です。 

各自主防災組織では、防災訓練を実施しています。防災訓練に積極的に参加し、災

害に打ち勝つための知識や技術を身に付けましょう。 

62 要援護者対策に向けた町内会・自治会、自主防災組織、民生委員

児童委員との連携強化

防災・安全

 災害時要援護者避難支援制度について、円滑な支援活動を行う仕組みづくり
や支援体制を強化するため、町内会・自治会、自主防災組織、民生委員児童委員
及び関係機関と連携します。 

【所管部署：危機管理担当、高齢・障害課】

61 自主防災組織への支援 

防災・安全

 「自主防災組織活動助成金」や「防災資器材購入補助

金」の補助申請の取りまとめを行うとともに、活動や組

織を側面的に支援します。また、高津地区・橘地区ごと

に合同の防災訓練を実施するほか、避難所運営会議、防

災ネットワーク連絡会議の充実を図ります。 

【所管部署：危機管理担当】

基本方針④ 災害時の支援体制の充実 
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基本目標４ 多様な主体の協働・連携による施策・活動の推進

高齢になっても、また病気や障害がある場合でも、住み慣れた地域で安心して暮らし続け

るためには、医療や介護などのサービスが一体的、継続的に提供されることが重要です。医

療、介護及び福祉の関係者のネットワークづくりを進めます。 

住み慣れた家で最期まで暮らすために～在宅医療とは？～ 

「可能な限り住み慣れた地域で、我が家で、自分ら

しい暮らしを人生の最後まで続けたい」「できれば最

期まで家族と一緒に暮らしたい」。在宅医療は、その

ような患者さんや御家族の想いを大切にしながら、

医師、訪問看護師、薬剤師、リハビリ専門職などの医

療関係者が自宅などを訪問して提供する医療のこと

をいいます。そして、ケアマネジャーやホームヘル

パーなどの介護関係者と連携し、在宅療養生活を支えます。 

区では、シンポジウムや医療職・介護職・福祉職の連携や情報共有を図り、在宅療養

の推進に取り組んでいます。シンポジウムでは、在宅医療・療養について理解を深め

てもらい、必要になった時には選択肢としてもらえるよう普及啓発を行っています。

ぜひ、在宅医療・療養を知る機会として活用ください。  

63 高津区在宅療養推進協議会との連携 
地域 

 医療と介護の専門職がお互いの業務を理解し、顔の見

える関係を築くことでよりよいサービスが提供できる

よう、高津区在宅療養推進協議会と連携します。 

【所管部署：高齢・障害課】 

64 在宅医療の普及・啓発
地域

 医療・介護の専門職と共に、シンポジウム等で在宅医療に関す

る啓発を行います。また、川崎市在宅医療サポートセンターとも

連携して地域の普及啓発に取り組みます。 

【所管部署：高齢・障害課】

基本方針① 保健・医療・福祉の連携 
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地域の福祉課題が複雑かつ多様化するなか、課題解決に向けた取組をより一層進めていく

ために、区民の皆さんの力に加えて、地域の企業や施設、大学などとの協働・連携を進めま

す。 

65 地域包括ケアシステム構築に向けた 

ネットワーク会議の開催 

地域 

 高津区における地域包括ケアシステム構築のため、そ

の中核のネットワーク組織である高津区地域福祉計画

推進会議を開催し、地域包括ケアシステムの構築に向け

た情報共有や検討・協議を行います。 
【所管部署：地域ケア推進課】 

68 学校との連携による健康づくりの推進

子ども・子育て

 学校との連携により、健康づくりの出前講座や、思春期・エ

イズ講演会を開催し、児童・生徒や保護者の健康づくりを推進

します。 

【所管部署：地域支援課】

67 学校と民生委員児童委員との各種情報交換

への支援 
子ども・子育て

 地域の子どもの様子を把握し、それぞれの立場から支

援を行うために、小学校の児童指導担当と主任児童委員

との情報・意見交換の場として、児童生徒指導連絡協議

会を開催します。 

【所管部署：学校・地域連携】

66 高津区児童委員活動強化推進委員会との連携

子ども・子育て

 児童を取り巻く諸問題について情報交換、協議、研修等を行

うことで、高津区の児童委員・主任児童委員の活動の強化が図

れるよう、高津区児童委員活動強化推進委員会と連携します。

【所管部署：地域ケア推進課】

基本方針② 区民・事業者・行政の協働・連携 
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71 保育所等地域連絡会の実施

子ども・子育て

 区内保育園の園長が地域の主任児童委員と情報を共有し、入

所児童の健全育成を図るために保育所等地域連絡会を実施し

ます。また、情報共有のため、地区の担当保健師等も参加し、

保育施設の状況を把握します。 

【所管部署：保育所等・地域連携、地域支援課】

70 公立保育所を拠点とした連携の推進 

（地域の子ども・子育て支援事業、民間保育所との連

携・交流、人材育成） 

子ども・子育て

 地域関係団体等と連携しながら、地域の子ども・子育て支

援、民間保育所等への支援、公民保育所の人材育成を行いま

す。「ひろばノート」を活用した情報発信、「作品展」「みんな

であそぼう」等の交流事業、専門職派遣、人材育成研修や会議

等を行うほか、保育園を拠点とした園庭開放や公開保育等を

実施します。 

【所管部署：保育所等・地域連携】

69 幼稚園・保育園・小学校の連携の推進 

子ども・子育て

 区内にある幼稚園・保育所・公立小学校の園長・校長及び職

員が、園長校長連絡会、実習研修、小学校授業参観等を行い、

発達の連続性をふまえた子どもの育ちを支援します。 

【所管部署：保育所等・地域連携、学校・地域連携】

72 地域の大学と連携した保育学生の育成 

子ども・子育て

 保育士養成の大学の学生を対象に、保育園実習に行く前に、

地域における子育て支援や保育士対象の研修等に参加する機

会を提供し、保育士としての意識向上を図ります。関係部署と

連携を図りながら、親子を対象とした講座やイベント等に学

生をボランティアとして受け入れます。 

【所管部署：保育所等・地域連携】
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子育て支援事業～「あつまれ！キッズ」～ 

長年、高津区の子育て支援事業として0歳～3歳の親子を対象に実施してきた「あつ

まれ！キッズ」も令和元年度からサロン形式に変更し、多くの方が自由に参加できる

ようになりました。地域の親子が安心して遊べる場・親子同士が交流できる場・子育

て講座など学べる場・子育て情報を得られる場として、高津市民館・プラザ橘・二子こ

ども文化センター等で開催しています。「親子で楽しく過ごせた」「子育ての悩みを相

談できた」「子育てのヒントになった」「子どもも楽しみにしている」など、参加者の方

から声をいただき、子どもも保護者も笑顔いっぱいあふれる場となっています。子育

てに優しい街を目指して多くの方が関われるよう、子育て発信のコミュニティをひろ

げていきたいと思います。 

73 高津区子ども・子育てネットワーク会議等の開催 

子ども・子育て

 子ども・子育てに関わる市民と関係団体・機関が情報交換等
を行い、ネットワークの推進を図ります。 

【所管部署：地域ケア推進課、保育所等・地域連携、
地域支援課、学校・地域連携】

74 地域自立支援協議会の開催 

障害者

 地域における障害者の支援体制に関する課題について情

報を共有し、関係機関と連携を図りながら地域の実情に応

じた体制の整備を推進します。 

【所管部署：高齢・障害課】
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行政と社会福祉協議会は共に地域福祉を推進する組織であり、地域における「支え合い」

を推進するための重要なパートナーです。地域福祉の推進のために、協働・連携して事業を

進めます。 

76 多世代交流の推進

地域

 園児が日頃行っている歌や踊りを高齢者と一緒に楽

しみ、また園児も昔あそびの体験を通じ、世代間交流

を図ります。地域で主体的な世代間交流ができるよう、

後方支援を行っていきます。 

【所管部署：保育所等・地域連携】

75 自助・互助の促進に向けた地域福祉活動の支援 

地域

 地区社会福祉協議会と連携し、高齢者のミニデイケアや会食

会等でのボランティア活動を支援することで、各地域の自助・

互助の促進に向けた取組を行います。 

【所管部署：地域支援課、地域ケア推進課】

77 障害についての各種講座の開催 

障害者

 社会福祉協議会と連携し、障害に関する各種講座を開催します。

【所管部署：高齢・障害課】

基本方針③ 社会福祉協議会との協働・連携 
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４ 川崎市高津区社会福祉協議会について 

■川崎市高津区社会福祉協議会とは

川崎市高津区社会福祉協議会（以下「高津区社協」）とは、社会福祉法に基づき、昭和 26

（1951）年に、すべての都道府県・市町村に設置された地域福祉の推進に取り組む団体で

す。 

地域でみんながしあわせに安心して暮らせるようになるにはどうしたらいいか、いろいろ

な人・団体が集まって個人や団体では解決できない問題などを話し合い、地域のみんなで支

えあって暮らせるように活動を進めている、民間の福祉団体です。社会福祉協議会を略して

「社協」とも呼びます。 

高津区社協は、昭和48（1973）年 4月に設立し、平成8（1996）年 4月に社会福祉

法人格を取得しました。以来、高津区内の地域福祉の推進に向けて、地区社会福祉協議会活

動、ボランティア活動、福祉教育、子育て支援等の推進のための取組を実施しています。令和

２年（2020年）４月に川崎市社会福祉協議会と各区社会福祉協議会は法人合併しました。 

■高津区社協の取組

高津区内には区民に身近な小地域で福祉活動を進めるため、４つの地区社会福祉協議会（高

津第一地区、高津第二地区、高津第三地区、橘地区）が組織されています。それぞれが独立し

た任意団体として、地域性や住民ニーズに応じた活動を行っています。高津区社協は、地区

社会福祉協議会の活動を支援する取組を行っています。 

■高津区地域福祉計画との連携

高津区地域福祉活動計画（第４期）は、平成30（2018）年度から令和５（2023）年度

までの６ヵ年の計画として策定しています。高津区地域福祉活動計画と高津区地域福祉計画

は、高津区における地域福祉の推進を含めた地域包括ケアシステムの構築を目的として、高

津区と共にお互いを補完・補強しあう関係にあることから、計画後期となる令和３年度以降

も、第６期高津区地域福祉計画の基本理念および基本目標を共有し、協働・連携して取り組

んでいきます。高津区と連携した事業の例としては、「地域福祉懇談会」を開催し、地域の課

題を住民とともに考え、地域のために何ができるか検討しています。 

（詳しくは、高津区社会福祉協議会 第４期地域福祉活動計画をご参照ください） 

基本理念 「区民がともに支え合い安心して暮らせるまち高津の実現」 

基本目標１ 区民が主役の福祉の地域づくり 

基本目標２ 区民ニーズをふまえた福祉サービスの提供 

基本目標３ 支援を必要とする人が適切な支援につながる仕組みづくり 

基本目標４ 多様な主体の協働・連携による施策・活動の推進 
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■高津区社協の事業紹介

各種の事業を実施するにあたっては、地区社会福祉協議会、町内会・自治会、民生委員児童

委員、保護司、ボランティアグループ、障害者等当事者団体、行政機関等の参加・協力を得て

実施しています。主な事業として、おたっしゃ10（てん）のトライ推進事業（健康運動の推

進）、地区社会福祉協議会の支援、ボランティア活動センター事業、福祉教育の推進、子育て

支援事業、高津区敬老会、移送サービス事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業

（あんしんセンター事業）、老人福祉センター・地域交流センター及び老人いこいの家の管理

運営などを行っています。また、共同募金会高津区支会や高津区民生委員児童委員協議会の

団体事務を担っています。 

■高津区社協の重点推進事業

高津区社協では、川崎市が進める地域包括ケアシステムの取組を踏まえ、誰もが住み慣れ

た地域で安心して暮らしていくために、自助（一人ひとりの取組）として“健康運動”の推進

及び互助（近隣住民やボランティア団体の助け合い）として“たすけあいづくり”の推進に取

り組んでいます 

地区社協活動（会食会）

１．１日3食、楽しい食事 

２．減塩で食べよう肉・魚・野菜 

３．毎日歩こう30分 

４．みんなで参加公園体操 

５．うがい手洗い健康のもと 

６．体重・血圧・健康診断 

７．ニュース新聞毎日チェック 

８．みんなと話そう1日10人 

９．ご近所に一声かけて広がる笑顔 

10．いっぱい遊んでいっぱい笑おう

おたっしゃ10のトライ「自助」 
健康運動（健康十訓）を通して区民への健康に対す

る意識啓発と実践活動の普及を図り、健康寿命日

本一を目指します。 

◎たすけあい運動をＰＲしよう 

◎地域は宝の山・社会資源を探そう

◎いまある活動を広げよう 

◎縦の関係から横のつながりへ 

◎情報を役立てよう 

◎居場所づくり 

◎外出（出かけよう） 

◎訪問（おじゃまします） 

◎見守り 

◎ちょっとしたお手伝い 

おたっしゃでつながる地域の輪「互助」

子どもから高齢者まですべての人が、このまちに

住んでよかったと思える地域づくりを進めるための

基本方針を掲げ、具体的な取組を推進します。 

マスコットキャラクター 

「テントラちゃん」 

ボランティア講座 高津区敬老会 
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１ 推進体制

高津区が抱える課題の解決、そして、計画の理念の実現に向けては、一人ひとりの力だけ

では限りがあります。 

そのため、区民、地域の活動団体、事業者、行政等が、それぞれの役割の中で、お互いに力

を合わせる関係をつくり、一人ひとりの取組や住民同士の助け合い、行政サービスなどを組

み合わせて地域の課題を解決していきます。 

【地域の課題解決のための役割分担】 

       それぞれの役割 

＜セーフティーネットとして支える＞ 

・様々な機会や媒体を通じ、情報提供を充実させること 

・気軽に相談できる体制の充実を図ること 

・経済的に困窮している世帯の生活課題に取り組むこと 

・虐待への適切な対応のため、体制の充実を図ること 

＜自分のことを自分でする＞ 

・地域のことに関心を持つこと 

・近所に友人や知り合いを持つこと 

・困った時の相談窓口を知っておく、情報を持っておくこと 

・個人でできる、災害時の備えをしておくこと 

・役に立つ制度やサービスを効果的に使えること 

・地域活動に参加すること 

・地域での防災訓練やボランティア活動に参加すること 

・近所や身近な人への挨拶を心がけるなど、普段から交流を持つこと

・町内会、自治会に加入すること

具体的な行動や取組 

住民一人ひとりが 

自らの生活や健康の 

ために努力する 

行政（区役所）が 

自助、互助、共助と 

連携して支える 

自助
一人ひとり

の取り組み

共助
介護保険 

制度や医療

保険制度 

公助
社会福祉 

などの行政

サービス 

互助
地域住民や

ボランティア

団体の 

助け合い 

＜身近なつながりで支え合う＞ 

・近所の高齢者や子育て家庭を気にかける、声をかけ合うこと

・身近に困っている人の相談を聞くこと 

・地域の行事やイベントを手伝うこと 

・地域の活動（清掃活動・防犯活動・子育てサロン・高齢者の見

守り活動等）に協力すること 

＜被保険者相互の負担で成り立つ医療、介護保険サービスを提供する＞

・医療・介護の専門職がお互いの業務を理解し、顔の見える関係

を築くことで、その人らしい生活を支える、より良いサービス

の提供に努めること 

隣近所や地域住民同士で 

助け合う 

（制度化されていない 

相互扶助のこと）

専門職がよりよい医療、

介助サービスの提供に 

向けて連携する
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地域の課題解決のための役割分担について、転入して、慣れない土地で子育てをしてい

る世帯への支援を例にお話します。 

人と人とのつながりが、笑顔あふれるまちをつくります。 

区民一人ひとり、地域の活動団体、行政などがそれぞれの役割の中でお互いに力を合わ

せて地域の課題を解決することが大切です。  

引っ越してきたばか

りで、地域のことがよ

くわからないな 

知り合いも 

少ないし・・・

区民（自助） 
自分たちでできること
は、がんばっているけれ
ど・・

育児の本は買った

けど、初めての育

児だし、不安だわ

行政（公助） 
子育ての相談や健診、「ホッとこそ
だて・たかつ」等による情報発信等
の公的サービスを行っています 

相談窓口の充実

に取り組んでい

ます 

ふれあい子育てサロン「きらり」 

 高津区児童委員活動強化推進委員会を中心に、民生委員

児童委員、主任児童委員、ボランティア、社会福祉協議会、

地域子育て支援センター、市民館、地域みまもり支援セン

ター等が協力して、子育て中のふれあいを支援します

地域の情報が得られ

て役立ったし、 

知り合いができ、

子育ての話を聞け

て安心したわ 

地域のみなさんが、子ど

ものことを気にかけて

くれてうれしかった 

地域の活動団体等（互助）
地域のみなさんが協力して
あたたかい人と人とのつな
がりづくりをしています 

参加、協働しながら、

事業を進めています 

子育て中の仲間づくり

のきっかけになり、ほっ

とできる時間です 
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２ 計画の進行管理 

地域福祉計画の推進にあたっては、「Plan（計画・役割分担）→Do（実行）→Check（評

価）→Action（計画に沿ってない部分の改善）」といういわゆる「ＰＤＣＡサイクル」の繰り

返しによって、計画のよりよい発展をめざすものとします。 

また、計画の評価・改善についての検討は、高津区地域福祉計画推進会議の場で点検・見直

しを行います。さらに、川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において各区の点検結果

を踏まえて、評価を行うことにより、進行管理を行い、計画を推進します。 

高津区地域福祉計画の推進・見直しのプロセス 

Plaｎ
ぷ ら ん

計画を立てます

Do
どぅ

取り組みます 

Check
ち ぇ っ く

点検します 

Action
あくしょん

見直します 

こんなことをし

てみよう。。。 

こうすればいいん

じゃないかな。。。 

みんなでやり

ましょう。。。 

どこまででき

たかな。。。 

こんないいこと

があったわ。。。 

区民の視点で 
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